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み
な
し
法
人
課
税
選
択
制
度
（
以
下
「
み
な
し
法
人
制
度
」
と
呼
ぶ
）
ほ
、
昭
和
四
八
年
四
月
こ
○
日
、
租
税
樽
別
措
置
法
（
以
下
「
措
 
 

置
法
」
と
呼
ぶ
）
の
一
部
改
正
（
昭
和
四
入
牢
、
法
律
第
±
ハ
号
）
に
よ
り
誕
生
し
、
そ
の
適
用
期
間
は
、
昭
和
四
八
年
七
月
一
日
か
ら
昭
 
 

四
三
 
 
 

所
得
税
は
、
各
種
の
人
的
控
除
と
累
進
税
率
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
、
個
人
の
担
税
力
に
即
応
し
た
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
近
代
 
 

（
注
1
）
 
 

的
、
合
理
的
な
租
税
で
あ
り
、
所
得
の
再
分
配
に
効
果
的
に
寄
与
し
う
る
凍
て
」
ろ
か
ら
、
税
体
系
の
中
心
的
地
位
を
占
め
る
べ
き
も
の
と
さ
 
 

（
注
2
）
 
 

れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
サ
に
、
税
負
担
の
公
平
に
関
す
る
要
蔑
も
強
い
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
昭
和
四
八
年
七
月
か
ら
所
得
税
の
青
色
申
告
者
を
対
象
に
、
五
年
六
カ
月
間
の
租
税
侍
別
措
置
と
し
て
、
み
な
し
法
人
課
税
 
 

選
択
制
度
が
発
足
し
た
が
、
こ
れ
は
企
業
が
個
人
形
態
に
よ
っ
た
場
合
と
法
人
形
態
に
よ
っ
た
場
合
の
税
負
担
の
差
を
縮
少
さ
せ
る
目
的
を
 
 

含
む
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
所
得
税
法
体
系
か
ら
見
る
と
、
種
々
の
問
題
を
窄
ん
・
で
お
り
、
将
に
、
負
担
の
質
的
公
平
（
所
得
 
 

の
性
格
に
よ
る
公
平
）
の
面
に
お
い
て
、
新
た
な
波
紋
せ
投
げ
か
け
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

本
稿
は
、
こ
の
み
な
し
法
人
課
税
選
択
制
度
を
め
ぐ
牒
諸
問
題
を
考
察
し
っ
つ
、
併
せ
て
、
所
得
税
の
存
立
基
盤
で
あ
る
負
担
の
公
平
に
 
 

つ
い
て
も
、
若
干
の
検
討
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

は
 
じ
 
め
 
に
 
 

一
 
み
な
し
法
人
課
税
選
択
制
度
の
概
要
 
 



四
四
 
 

和
五
三
年
l
二
月
一
三
日
ま
で
の
、
五
年
六
カ
月
間
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
昭
倒
四
九
年
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
法
人
税
法
が
一
部
改
 
 

正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
な
っ
て
、
適
用
税
率
等
が
改
正
さ
れ
た
は
か
、
手
続
規
定
が
簡
素
合
理
化
さ
れ
た
。
 
 

（
注
3
）
 
 
 

以
下
、
本
稿
の
前
提
と
し
て
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
概
要
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。
 
 

1
 
特
 
色
 
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
ほ
、
個
人
経
営
の
事
業
所
得
老
又
ほ
不
動
産
所
得
者
が
稼
得
す
る
、
事
業
所
得
又
は
不
動
産
所
得
（
以
下
「
事
業
 
 

所
得
等
」
と
呼
ぶ
）
の
う
ち
、
あ
ら
か
じ
め
税
務
署
長
に
届
出
た
事
業
主
報
酬
の
額
を
給
与
所
得
の
収
入
金
額
と
み
な
し
、
残
余
（
み
な
し
 
 

法
人
所
得
）
か
ら
、
法
人
税
及
び
法
人
住
民
税
相
当
額
を
控
除
し
た
額
を
配
当
所
得
の
収
入
金
額
と
み
な
す
こ
と
に
よ
り
、
個
人
形
態
の
ま
 
 

ま
で
、
法
人
成
し
た
場
合
と
類
似
し
た
課
税
上
の
坂
放
い
を
受
け
る
適
を
開
い
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

（
注
4
）
 
 

2
概
 
要
 

日
 
通
用
対
象
者
 
 

事
業
所
得
等
を
生
ず
べ
き
事
業
を
営
む
居
住
者
の
う
ち
、
青
色
中
骨
書
の
担
出
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
青
色
 
 

申
告
者
で
あ
れ
ば
、
医
師
、
弁
護
士
、
芸
能
人
あ
る
い
は
農
業
経
営
者
で
あ
っ
て
も
適
用
さ
れ
る
。
 
 

た
だ
し
、
一
度
、
選
択
の
取
り
や
め
届
を
提
出
す
る
と
、
再
選
択
は
許
さ
れ
な
い
。
 
 
 

日
 
通
用
期
間
 
 

前
述
の
ご
と
く
、
昭
和
四
八
年
七
月
一
日
か
ら
昭
和
五
三
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
間
で
あ
る
。
年
の
中
途
か
ら
施
行
さ
れ
た
昭
和
 
 

四
八
年
分
及
び
関
原
業
の
場
合
を
除
き
、
年
の
中
途
で
選
択
又
は
取
り
や
め
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
 
 

日
 
通
用
を
受
け
る
手
続
 
 
 



適
用
を
受
け
る
べ
き
年
の
前
年
末
日
ま
で
に
（
新
規
開
業
の
場
合
は
開
業
の
日
か
ら
二
カ
月
以
内
に
）
、
事
業
主
報
酬
の
額
等
を
記
 
 
 

載
し
た
選
択
届
出
書
を
税
務
署
長
に
提
出
す
る
。
一
た
ん
提
出
す
れ
ば
、
引
き
続
き
効
力
が
あ
り
、
連
年
提
出
す
る
必
要
は
な
い
。
 
 

囲
 
事
業
主
報
酬
の
額
 
 

選
択
者
は
、
前
記
日
の
選
択
届
出
書
に
記
載
し
た
事
業
主
報
酬
の
額
に
つ
い
七
、
一
定
の
日
に
毎
月
支
払
経
理
し
、
一
般
の
給
与
と
 
 
 

同
様
、
源
泉
徴
収
を
行
う
が
、
年
末
調
整
は
不
要
で
あ
る
。
事
業
主
報
酬
の
額
を
変
更
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
前
年
末
日
ま
で
 
 
 

に
変
更
届
出
菩
を
提
出
す
る
。
年
の
中
途
で
増
減
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
 
 

事
業
主
報
酬
の
額
の
う
ち
、
不
相
当
に
高
額
な
部
分
は
、
過
大
報
酬
と
し
て
、
税
額
計
算
上
樽
別
な
取
扱
い
を
受
け
る
。
 
 

田
 
所
得
の
区
分
 
 
 

Ⅲ
 
事
業
所
得
等
の
金
額
は
、
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 
 

拗
 
事
業
主
報
酬
の
額
（
過
大
報
酬
と
認
定
さ
れ
た
部
分
を
含
む
）
は
、
給
与
所
得
の
収
入
金
額
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 

制
 
事
業
所
得
等
の
金
額
か
ら
、
事
業
主
報
酬
の
額
を
控
除
し
た
残
額
は
、
み
な
し
法
人
所
得
額
と
さ
れ
る
。
こ
の
み
な
し
法
人
所
得
 
 
 

額
か
ら
、
法
人
税
相
当
額
及
び
法
人
住
民
税
相
当
額
を
控
除
し
た
残
額
は
、
事
業
主
に
対
す
る
利
益
の
配
当
（
配
当
所
得
の
収
入
金
 
 

（
注
5
）
 
 

額
）
と
み
な
さ
れ
る
。
 
 

内
 
所
得
税
額
の
計
算
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
選
択
者
の
所
得
税
額
は
、
次
の
じ
と
佃
の
合
計
額
で
あ
る
。
 
 

∽
（
注
し
法
人
所
得
額
正
二
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
（
七
。
。
万
円
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
竺
四
・
二
－
セ
ン
ト
）
を
乗
じ
た
 
 

篭
 
 
 
額
。
 
 

四
五
 
 
 



四
六
 
 

な
お
、
過
大
報
酬
と
認
定
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
二
八
パ
ー
セ
ソ
ト
（
み
な
し
法
人
所
得
額
と
合
算
し
て
七
〇
〇
万
円
を
超
 
 
 

え
る
部
分
に
つ
い
て
は
四
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
）
を
乗
じ
た
額
。
 
 

㈲
 
前
記
囲
の
囲
ま
た
は
㈲
に
よ
り
給
与
所
得
の
収
入
金
額
又
は
配
当
所
得
の
収
入
金
額
と
み
な
さ
れ
た
金
額
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
 
 
 

所
得
金
額
を
他
の
所
得
金
額
と
合
算
し
、
総
合
課
税
の
方
法
に
ょ
り
算
出
し
た
税
額
。
 
 

掴
 
そ
の
他
参
考
事
項
 
 
 

凹
 
み
な
．
し
法
人
所
得
の
損
失
額
 
 

み
な
し
法
人
所
得
額
が
赤
字
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
損
失
額
は
他
の
所
得
と
の
損
益
通
算
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
法
人
の
損
失
 
 
 

額
と
同
様
に
、
前
後
の
年
の
み
な
し
法
人
所
得
額
へ
の
繰
戻
し
又
は
繰
越
し
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

（
注
7
）
 
 
 

切
 
青
色
申
告
控
除
の
不
適
用
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
選
択
者
に
は
、
青
色
申
告
控
除
の
適
用
は
な
い
。
 
 
 

制
 
選
択
に
よ
る
税
負
担
の
変
動
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
を
選
択
し
た
場
合
と
選
択
し
な
か
っ
た
場
合
と
の
税
負
担
を
比
較
す
る
と
、
選
択
し
た
場
合
の
税
額
の
変
 
 
 

動
要
素
は
、
 
 
 

①
 
事
業
所
得
等
の
金
額
の
う
ち
、
事
業
主
報
酬
の
額
が
給
与
所
得
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
給
与
所
得
控
除
額
が
課
税
総
所
 
 

得
金
額
の
計
算
上
減
算
（
減
額
要
素
）
、
 
 
 

⑨
 
み
な
し
法
人
所
得
額
の
う
ち
、
法
人
税
及
び
法
人
住
民
税
相
当
額
が
課
税
総
所
得
金
額
の
計
算
上
減
算
（
減
額
要
素
）
、
 
 
 

③
 
み
な
し
法
人
所
得
額
の
う
ち
、
配
当
所
得
と
み
な
さ
れ
る
額
に
つ
い
て
、
配
当
控
除
の
適
用
（
減
額
要
素
）
、
 
 
 



④
 
み
な
し
法
人
所
得
額
に
つ
い
て
、
所
得
税
の
最
低
税
率
よ
り
は
高
率
の
、
み
な
し
法
人
税
相
当
所
得
税
車
の
適
・
用
（
増
額
要
 
 
 

素
）
、
 
 

⑤
 
青
色
申
告
控
除
（
l
O
万
円
）
の
不
適
用
（
増
額
要
素
）
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

右
の
結
果
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
を
選
択
し
た
場
合
に
お
い
て
、
事
業
所
得
等
の
金
額
と
事
業
主
報
酬
の
額
と
の
差
が
小
で
あ
 
 

る
ほ
ど
、
前
記
①
の
減
額
要
素
が
強
く
働
い
て
税
額
は
減
少
し
、
両
者
が
一
致
し
た
場
合
に
最
小
と
な
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
み
 
 

な
し
法
人
所
得
額
（
黒
字
）
が
大
と
な
っ
た
場
合
は
、
前
記
④
の
増
額
要
素
が
働
い
て
税
額
ほ
増
加
し
、
選
択
し
た
こ
と
に
よ
り
税
 
 

負
担
が
大
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
事
業
所
得
等
の
金
額
に
対
し
て
事
業
主
報
酬
の
額
が
大
で
あ
る
場
合
は
、
み
な
し
法
人
所
 
 

得
額
が
赤
字
と
な
る
が
、
こ
の
赤
字
は
、
課
税
総
所
得
金
額
の
計
算
上
通
算
さ
れ
な
い
か
ら
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
年
分
 
 

に
関
す
る
限
り
、
給
与
所
得
控
除
後
の
金
額
が
、
事
業
所
得
等
の
金
額
か
ら
一
〇
万
円
（
青
色
申
告
控
除
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
 
 

選
択
者
に
は
適
用
さ
れ
な
い
）
を
控
除
し
た
金
額
を
上
回
る
等
に
よ
り
、
税
負
担
が
大
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
関
係
を
図
示
す
れ
ば
、
左
図
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 



＜事業所得500万円（青色申告控除前）の場合＞  

（貿担慧）  

40万円  50万円 嘉姉5万円 6b万円  

（480万円） （600珊）（細60頂）（72d珊）  
加万円・約27万円30万円  

（240万円）（約324澗）（360頂）  

事業主（月板）107消   

報 酬（年額）（120間）  

（摘要）  

1．菊池衛「みなし法人課税の選択」（「税経通信」第30巻第3号、123頁）   

から引用した。  

2．事業所得の金額500万円のほかに所得がなく、扶養親族（子供2人）、妻   

は青色事業専従者、社会保険料93，200円として、昭和49年改正法の平年度   

分濫より計算されている。  

3．事業主報酬の額が⑨点から◎点の範囲内であれば、選択したことにより   

我額が減少し、⑳点（事業主報酬の額が500万円）のとき、税額が最小と   

なる。  

4．⑳点から左は、みなし法人所得額が黒字、右は赤字である。   



二
 
み
な
し
法
人
課
税
選
択
制
度
創
設
の
経
緯
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
が
創
設
さ
れ
た
経
緯
ほ
、
政
治
力
学
的
に
見
る
と
な
か
な
か
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
本
稿
の
主
目
 
 

的
と
す
る
ヰ
」
ろ
で
は
な
い
の
で
、
趣
旨
並
び
に
背
景
を
概
観
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
 
 

1
 
趣
 
旨
 
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
創
設
の
趣
旨
は
、
「
中
小
企
業
を
取
り
巻
く
社
会
情
勢
の
変
化
進
展
は
、
中
小
企
業
、
特
に
個
人
企
業
の
経
営
の
 
 

合
理
化
を
強
く
要
請
す
る
に
至
っ
て
い
る
」
が
、
「
個
人
企
業
に
事
業
主
報
酬
の
支
払
を
認
め
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
り
法
人
組
織
の
場
合
 
 

と
同
様
に
、
〟
企
業
〃
と
〝
家
計
〃
の
経
理
区
分
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
じ
て
企
業
経
営
の
近
代
 
 

（
注
8
）
 
 

化
、
合
理
化
を
推
進
す
る
こ
と
に
資
す
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

更
に
、
こ
れ
に
加
え
て
、
「
〝
み
な
し
法
人
課
税
〃
と
い
う
方
式
に
よ
り
、
社
会
的
経
済
的
実
態
が
法
人
と
特
に
異
な
る
と
こ
ろ
の
な
い
 
 

個
人
事
業
主
に
、
個
人
形
態
の
ま
ま
で
法
人
の
場
合
と
は
ば
同
様
の
課
税
を
受
け
る
道
を
開
く
と
い
う
趣
旨
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
 
 

（
注
9
）
 
 

る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
 
 

2
 
背
 
景
 
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
創
設
の
背
景
は
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
そ
の
ま
ま
、
家
族
労
働
報
酬
に
対
す
る
戦
後
の
所
得
税
制
の
歩
み
と
見
る
こ
と
 
 

も
で
き
る
。
 
 
 

所
得
税
法
で
は
、
居
住
者
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
そ
の
他
の
親
族
が
居
住
者
の
経
営
す
る
事
業
か
ら
給
与
等
の
対
価
の
支
払
を
受
け
 
 

四
九
 
 
 



五
〇
 
 

て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
事
業
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
必
要
経
費
と
は
認
め
ず
、
そ
の
居
住
者
の
所
得
に
含
め
て
課
税
す
る
建
前
と
な
 
 

っ
て
い
る
が
、
そ
の
特
例
と
し
て
、
昭
和
二
七
年
に
、
ま
ず
青
色
申
告
者
を
対
象
に
専
従
者
控
除
制
度
が
設
け
ら
れ
、
昭
和
三
六
年
に
は
、
 
 

こ
れ
が
白
色
申
告
者
紅
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
（
別
表
一
参
照
）
。
 
 
 

そ
こ
で
、
こ
の
歩
み
を
便
宜
、
H
 
昭
和
二
七
年
虹
専
従
者
控
除
制
度
が
創
設
さ
れ
て
か
ら
、
そ
れ
が
青
色
申
告
の
普
及
策
と
し
て
、
青
 
 

色
申
告
者
に
の
み
認
め
ら
れ
て
い
た
昭
和
三
五
年
ま
で
を
専
従
者
控
除
制
度
の
揺
藍
期
、
臼
 
そ
れ
が
昭
和
三
六
年
に
白
色
申
告
者
に
対
し
 
 

て
も
認
め
ら
れ
、
逐
年
、
限
度
額
が
上
昇
し
、
青
色
申
告
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
限
度
額
が
撤
廃
さ
れ
た
昭
和
四
三
年
ま
で
を
専
従
者
控
除
 
 

制
度
の
拡
充
期
、
由
 
そ
の
後
、
青
色
事
業
特
別
経
費
準
備
金
制
度
、
青
色
申
告
控
除
制
度
を
経
て
、
い
わ
ゆ
る
事
業
主
報
酬
制
度
に
至
る
 
 

現
在
ま
で
を
事
業
主
報
酬
制
度
へ
の
道
と
し
、
こ
の
三
期
に
分
け
て
、
そ
の
推
移
、
背
景
な
ど
を
撮
り
返
っ
て
見
よ
う
。
 
 

H
 
専
従
者
控
除
制
度
の
揺
藍
期
 
 

こ
こ
で
は
、
専
従
者
控
除
制
度
が
青
色
申
告
者
の
み
に
適
用
さ
れ
て
い
た
、
昭
和
二
七
年
か
ら
昭
和
三
五
年
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
、
 
 
 

昭
和
三
一
年
の
臨
時
税
制
調
査
会
の
答
申
（
「
最
近
の
諸
状
勢
に
即
応
す
べ
き
税
制
改
正
の
方
策
に
関
す
る
諮
問
に
対
す
る
答
申
」
、
以
下
 
 
 

「
三
一
年
答
申
」
と
呼
ぶ
）
を
中
心
に
、
概
観
し
ょ
う
。
 
 
 

戦
後
、
税
制
の
絡
ん
だ
異
常
現
象
の
一
つ
に
、
個
人
事
業
経
営
者
の
法
人
組
織
へ
の
変
更
、
い
わ
ゆ
る
法
人
成
現
象
が
あ
る
が
、
そ
の
 
 

（
注
1
0
）
 
 
 

最
も
著
し
か
っ
た
の
が
こ
の
時
期
で
、
別
表
二
の
と
お
り
、
戦
前
約
一
〇
万
件
で
あ
っ
た
法
人
数
は
、
昭
和
二
五
年
に
は
約
二
四
万
件
と
 
 
 

な
り
、
以
後
毎
年
数
万
件
の
増
加
を
見
て
い
る
。
こ
の
中
紅
は
、
戦
時
中
の
不
自
然
な
統
合
に
対
す
る
反
動
、
あ
る
い
は
財
閥
解
体
の
影
 
 
 

響
も
あ
ろ
う
が
、
同
族
法
人
の
急
増
に
も
見
ら
れ
る
と
お
り
、
法
人
成
現
象
が
主
力
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
 
 

こ
の
原
因
と
し
て
は
、
ゆ
る
や
か
な
登
記
制
度
を
背
景
と
し
て
、
個
人
形
態
と
法
人
形
態
に
よ
る
企
業
の
税
負
担
の
差
異
が
あ
げ
ら
れ
 
 
 



（
注
1
1
）
 
 

て
お
り
、
臨
時
税
制
調
査
会
の
「
三
一
年
答
申
」
は
、
概
要
次
の
と
お
り
分
析
し
て
い
る
。
 
 

①
 
事
業
税
に
よ
る
差
異
 
 
 

法
人
企
業
に
な
る
と
、
個
人
事
業
主
の
事
業
所
得
の
一
部
が
給
与
所
得
に
転
化
す
る
の
で
、
そ
の
部
分
は
事
業
税
の
対
象
と
な
ら
な
 
 

ヽ
 
0
 
 

、
．
〕
 
 

②
 
給
与
所
得
控
除
に
よ
る
差
異
 
 
 

前
記
給
与
所
得
に
転
化
し
た
主
人
お
よ
び
家
族
の
所
得
に
つ
い
て
、
給
与
所
得
控
除
を
受
け
ら
れ
る
。
 
 

③
 
分
割
課
税
に
よ
る
差
異
 
 
 

法
人
企
業
に
な
る
と
、
主
人
と
家
族
の
闇
に
所
得
が
分
割
さ
れ
る
の
で
、
個
人
所
得
に
対
す
る
累
進
税
率
の
適
用
上
有
利
と
な
る
。
 
 

④
 
比
例
税
率
と
累
進
税
率
土
の
差
異
 
 

多
額
の
収
益
を
あ
げ
る
企
業
の
場
合
に
は
、
所
得
税
の
方
が
法
人
税
よ
り
重
い
。
 
 

⑤
 
そ
の
他
の
差
異
 
 

（
略
）
 
 

⑥
 
経
理
上
の
操
作
の
可
能
性
 
 
 

法
人
企
業
の
場
合
は
、
役
員
報
酬
の
額
お
よ
び
こ
れ
ら
の
家
族
へ
の
配
分
を
ど
う
す
る
か
が
、
あ
る
程
度
法
人
の
自
由
意
思
に
ゆ
だ
 
 
 

ね
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
法
人
形
態
企
業
の
有
利
さ
が
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
こ
れ
に
対
す
る
立
法
上
の
処
方
せ
ん
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
同
じ
く
「
三
一
年
答
申
」
で
は
、
 
 

ま
ず
同
族
会
社
に
対
す
る
組
合
課
税
方
式
は
、
実
務
上
あ
ま
り
に
も
多
く
の
難
点
が
あ
る
と
し
て
退
け
、
法
人
企
業
を
個
人
企
業
的
に
課
 
 

五
一
 
 
 



五
二
 
 

（
注
1
2
）
 
 

祝
す
る
案
と
、
そ
の
道
に
、
個
人
企
業
を
法
人
企
業
的
に
課
税
す
る
案
の
、
二
つ
の
方
向
を
提
示
し
て
い
る
。
 
 
 

ま
ず
、
法
人
企
業
を
個
人
企
業
的
に
課
税
す
る
実
は
、
 
 

①
 
同
族
役
員
及
び
同
族
従
業
員
の
受
け
る
給
与
は
損
金
に
算
入
し
な
い
 
 

②
 
同
右
の
給
与
に
は
給
与
所
得
控
除
を
認
め
な
い
 
 

③
 
同
族
会
社
の
事
実
上
の
経
営
者
で
あ
る
個
人
の
給
与
所
得
、
配
当
所
得
と
、
家
族
の
給
与
所
得
を
所
得
課
税
上
合
算
す
る
 
 

こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
次
に
、
個
人
企
業
を
法
人
企
業
的
に
課
税
す
る
実
は
、
 
 

①
 
個
人
事
業
税
の
基
礎
控
除
を
大
幅
に
引
上
げ
る
 
（
又
は
一
定
範
囲
内
の
事
業
主
給
与
及
び
家
族
従
業
員
に
対
す
る
給
与
を
控
除
す
 
 
 

る
）
 
 

②
一
定
範
囲
の
事
業
主
給
与
を
認
め
、
そ
の
部
分
は
給
与
所
得
と
し
て
取
扱
う
 
 

③
 
無
制
限
に
家
族
従
業
員
に
対
す
る
給
与
の
支
給
を
認
め
る
 
 

こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
既
に
こ
こ
で
、
事
業
主
給
与
の
考
え
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
結
局
、
い
ず
れ
の
案
も
難
点
が
 
 

多
い
と
し
て
、
「
三
一
年
答
申
」
で
ほ
、
「
同
族
会
社
が
同
族
た
る
役
員
及
び
従
業
員
に
対
し
て
支
給
す
る
給
与
に
つ
い
て
、
損
金
算
入
容
 
 

認
の
範
囲
を
規
制
す
る
た
め
の
規
定
を
設
け
る
。
」
と
答
申
す
る
に
と
ど
ま
り
、
青
色
申
告
者
の
専
従
者
控
除
額
の
限
度
額
（
当
時
八
万
 
 

（
注
1
3
）
 
 

円
）
は
据
置
く
こ
と
と
し
た
 

こ
の
は
か
「
三
一
年
答
申
」
で
は
、
法
人
企
業
と
個
人
企
業
の
負
担
不
均
衡
の
問
題
と
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
関
係
に
つ
い
て
も
論
及
し
、
 
 

本
来
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
は
、
法
人
税
の
基
本
的
建
前
と
し
て
、
法
人
企
業
と
個
人
企
業
の
税
負
担
が
等
し
く
な
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
 
 
 



と
し
て
、
所
要
の
調
整
措
置
を
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
あ
ま
り
重
点
を
置
か
な
か
っ
た
分
野
、
す
な
わ
ち
、
わ
 
 

（
注
1
4
）
 
 
 

が
国
に
特
有
な
事
業
税
お
よ
び
給
与
所
得
控
除
の
面
か
ら
、
不
均
衡
が
生
じ
た
と
述
べ
て
い
る
。
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
ま
だ
白
色
申
告
者
に
対
し
て
専
従
者
控
除
制
度
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
当
時
の
考
え
方
と
し
て
は
、
専
従
者
控
 
 
 

除
制
度
は
青
色
申
告
制
慶
長
大
の
特
典
と
し
て
、
青
色
申
告
普
及
の
手
段
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
法
人
・
個
人
間
の
負
担
均
衝
の
手
段
 
 

（
注
1
5
）
 
 
 

と
し
て
拡
充
す
る
と
き
は
、
青
・
白
申
告
者
間
の
制
度
上
の
ア
ソ
バ
ラ
ソ
ス
が
拡
大
す
る
こ
と
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
む
し
ろ
法
人
の
側
 
 
 

に
お
い
て
、
同
族
関
係
者
に
対
す
る
給
与
の
損
金
算
入
額
を
規
制
し
、
個
人
と
の
差
が
拡
大
し
な
い
よ
う
に
図
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
 
 
 

ち
ノ
0
 
 し

か
し
な
が
ら
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
程
度
の
措
置
に
よ
っ
て
問
題
が
解
決
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
と
う
と
う
た
る
法
人
成
現
象
が
な
お
 
 
 

続
い
た
。
当
時
の
個
人
企
業
に
と
っ
て
、
そ
の
事
業
所
得
の
相
当
部
分
が
給
与
所
得
に
転
化
す
る
法
人
課
税
シ
ス
テ
ム
が
、
極
め
て
魅
力
 
 
 

的
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
 
 

目
 
専
従
者
控
除
制
度
の
拡
充
期
 
 
 

続
い
て
、
白
色
申
告
者
に
対
す
る
専
従
者
控
除
制
度
が
創
設
さ
れ
た
昭
和
三
六
年
か
ら
、
青
色
申
告
者
に
対
す
る
専
従
者
給
与
の
金
額
 
 
 

制
限
が
撤
廃
さ
れ
た
昭
和
四
三
年
ま
で
の
時
期
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
 
 
 

こ
の
第
二
期
の
幕
を
切
っ
て
落
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
農
業
法
人
問
題
で
あ
る
。
農
業
法
人
は
、
昭
和
三
三
年
ご
ろ
か
ら
西
日
本
の
果
 
 
 

物
栽
培
農
家
を
中
心
に
設
立
さ
れ
、
昭
和
三
三
年
八
月
に
は
約
六
〇
〇
社
に
達
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
農
地
法
の
制
約
及
び
実
質
所
得
者
 
 
 

課
税
の
原
則
に
よ
り
、
そ
の
所
得
は
農
地
の
所
有
者
で
あ
る
個
人
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
、
争
い
と
な
っ
た
も
の
で
あ
 
 
（
注
1
6
）
 
 
 

る
。
 
 

五
三
 
 
 



五
四
 
 
 

こ
れ
に
つ
い
て
、
昭
和
三
五
年
一
二
月
の
税
制
調
査
会
の
答
申
（
「
当
面
実
施
す
べ
き
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
（
税
制
調
査
会
第
一
 
 

次
答
申
）
」
、
以
下
「
三
五
年
第
一
次
答
申
」
と
呼
ぶ
）
で
は
、
 
 
 

「
わ
が
国
の
農
家
は
一
般
に
記
帳
の
慣
習
が
乏
し
く
、
ま
た
、
そ
の
仕
事
の
性
質
上
こ
れ
に
正
確
な
継
続
記
帳
を
求
め
る
こ
と
も
実
際
 
 

問
題
と
し
て
困
難
が
多
い
。
従
っ
て
、
農
業
所
得
者
中
、
青
色
申
告
者
ほ
昭
和
三
四
年
度
で
は
わ
ず
か
全
体
の
一
・
五
パ
ー
セ
ソ
ト
に
す
 
 

ぎ
ず
、
そ
の
青
色
申
告
制
度
の
普
及
は
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
農
地
法
上
、
法
人
形
態
に
よ
る
農
業
経
営
に
制
限
 
 

（
注
1
7
）
 
 

が
あ
り
、
営
業
所
得
者
の
よ
う
に
簡
単
に
法
人
成
が
認
め
ら
れ
な
い
事
情
が
あ
る
。
」
 
 

と
現
状
を
認
識
し
た
上
で
、
 
 
 

「
白
色
申
告
者
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
外
形
的
な
基
準
の
下
に
事
業
専
従
者
を
認
定
し
、
そ
の
専
従
者
に
つ
い
て
一
定
の
控
除
を
定
額
 
 

（
注
1
8
）
 
 

で
行
う
方
法
を
取
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
」
 
 

と
し
て
、
白
色
申
告
者
に
対
す
る
専
従
者
控
除
制
度
の
創
設
に
踏
み
切
っ
た
。
 
 

一
方
、
 
 
 

「
白
色
申
告
者
に
対
し
て
何
ら
か
の
形
で
家
族
労
働
報
酬
の
控
除
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
青
色
申
告
者
に
つ
い
て
も
、
一
歩
法
人
に
近
 
 

（
注
1
9
）
 
 

付
け
、
専
従
者
控
除
の
限
度
額
を
引
上
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
」
 
 

と
し
て
、
青
色
申
告
者
に
対
す
る
専
従
者
控
除
の
拡
大
に
踏
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
こ
の
は
か
、
事
業
所
得
者
と
給
与
所
得
者
と
の
間
の
税
負
担
の
差
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
、
主
婦
の
家
事
労
働
報
酬
を
考
 
 

（
注
2
0
）
 
 

慮
す
る
見
地
か
ら
、
配
偶
者
控
除
が
創
設
さ
れ
た
。
 
 
 

こ
の
結
果
、
「
三
五
年
第
一
次
答
申
」
で
ほ
、
基
礎
控
除
九
万
円
（
据
置
き
）
、
配
偶
者
控
除
九
万
円
（
新
設
、
前
年
の
扶
養
控
除
に
比
 
 
 



し
二
万
円
増
額
）
、
白
色
専
従
者
控
除
七
万
円
（
新
設
）
、
青
色
専
従
者
控
除
二
五
才
未
満
九
万
円
、
二
五
才
以
上
一
二
万
円
（
一
な
い
し
 
 

（
注
2
1
）
 
 
 

四
万
円
引
上
げ
）
の
体
系
と
な
り
、
は
か
に
給
与
所
得
控
除
に
つ
い
て
定
額
控
除
制
度
（
一
万
円
）
が
創
設
さ
れ
た
。
 
 

（
注
2
2
）
 
 
 

以
下
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
で
次
第
に
各
控
除
額
が
引
上
げ
ら
れ
、
昭
和
四
三
年
に
は
、
つ
い
に
青
色
申
告
者
に
対
す
る
専
従
者
控
除
憬
度
 
 
 

額
の
撤
廃
（
い
わ
ゆ
る
完
全
給
与
制
の
実
現
）
を
見
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
第
二
期
に
お
い
て
は
、
専
従
者
控
除
を
拡
充
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ぼ
家
族
労
働
に
対
す
る
所
得
税
法
上
 
 
 

の
評
価
を
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
企
業
と
法
人
企
業
と
の
税
負
担
の
差
を
締
少
し
ょ
う
と
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
 
 
 

ら
、
こ
の
た
め
事
業
所
得
者
と
給
与
所
得
者
と
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
あ
問
題
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
配
偶
者
控
除
制
度
の
新
設
拡
 
 
 

充
と
、
給
与
所
得
控
除
の
拡
大
を
図
る
こ
と
と
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
後
者
（
給
与
所
得
控
除
の
拡
大
）
は
ま
た
法
人
企
業
 
 
 

の
役
員
に
有
利
に
作
用
す
る
こ
と
と
な
り
、
専
従
者
控
除
拡
充
に
よ
る
税
負
担
調
整
効
果
は
、
ブ
ー
メ
ラ
ン
グ
の
よ
う
に
、
再
び
振
出
し
 
 
 

に
戻
さ
れ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

日
 
章
業
主
報
酬
制
度
へ
の
道
 
 
 

既
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
法
人
企
業
と
個
人
企
業
の
税
負
担
の
差
異
の
根
源
ほ
、
法
人
に
な
る
と
、
個
人
事
業
所
得
の
相
当
部
分
が
給
 
 
 

与
所
得
に
転
化
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
給
与
所
得
に
は
、
事
業
主
白
身
の
分
と
、
家
族
労
働
報
酬
分
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
青
色
申
 
 
 

告
者
に
関
す
る
限
り
、
後
者
の
分
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
三
年
に
い
わ
ゆ
る
完
全
給
与
制
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
問
題
は
解
決
さ
れ
 
 
 

た
。
い
わ
ば
外
濠
が
埋
め
ら
れ
た
形
で
、
こ
こ
に
お
い
て
、
事
業
主
報
酬
問
題
が
正
面
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

も
と
よ
り
、
こ
の
問
題
ほ
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
青
色
申
告
会
で
は
、
例
え
ば
「
個
人
企
業
に
お
け
る
自
家
労
賃
の
問
題
 
 

（
注
2
3
）
 
 
 

ほ
、
店
（
企
業
会
計
）
′
と
奥
（
家
計
）
を
区
分
さ
せ
る
青
色
申
告
制
度
が
創
設
さ
れ
た
時
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
古
く
 
 

五
五
 
 
 



五
六
 
 
 

か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
 
 

（
注
2
4
）
 
 
 

青
色
申
告
会
が
事
業
主
報
酬
制
度
の
実
現
を
求
め
る
論
拠
は
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 
 

①
 
事
業
所
得
に
は
事
業
主
の
労
働
に
基
づ
く
勤
労
任
所
得
（
事
業
主
報
酬
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
事
業
所
得
は
、
企
業
所
得
 
 
 

と
給
与
所
得
と
に
分
離
し
て
計
算
し
、
し
か
る
後
に
総
合
課
税
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 

②
 
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
は
、
勤
労
控
除
は
農
業
所
得
及
び
中
小
企
業
所
得
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
勤
労
性
所
 
 
 

得
で
あ
る
事
業
主
報
酬
部
分
に
対
し
て
給
与
所
得
控
除
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

③
 
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
減
税
の
趣
旨
か
ら
、
給
与
所
得
控
除
の
引
上
げ
を
見
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
個
人
企
業
と
法
人
企
業
の
税
負
担
 
 
 

の
ア
ソ
バ
ラ
ソ
ス
は
、
更
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

④
 
法
人
企
業
に
比
し
て
、
個
人
企
業
で
は
勤
労
性
所
得
が
事
業
税
の
課
税
標
準
に
含
ま
れ
、
負
担
が
重
く
な
っ
て
い
る
。
 
 

⑤
 
事
業
主
報
酬
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
想
定
の
段
階
ほ
過
ぎ
、
昭
和
四
六
年
三
月
の
大
蔵
省
告
示
改
正
に
よ
っ
て
「
月
ぎ
め
事
業
主
貸
」
 
 
 

の
記
帳
が
認
め
ら
れ
、
実
際
に
支
払
を
行
な
う
者
が
生
ま
れ
て
い
る
。
 
 

一
方
、
税
制
調
査
会
に
お
い
て
も
、
前
述
の
臨
時
税
制
調
査
会
の
「
三
一
年
答
申
」
で
、
既
に
「
事
業
主
給
与
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
 
 

な
ど
、
早
く
か
ら
注
目
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
実
現
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
消
極
的
態
度
を
取
っ
て
い
た
。
そ
の
主
た
る
論
 
 

拠
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 
 

①
 
事
業
所
得
は
、
資
産
か
ら
生
ず
る
所
得
部
分
と
勤
労
か
ら
生
ず
る
所
得
部
分
が
、
混
然
一
体
と
な
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
を
分
別
す
る
 
 
 

理
論
的
基
準
を
求
め
る
こ
と
は
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
（
も
し
強
い
て
区
別
す
る
と
す
れ
ば
、
勤
労
部
分
の
評
価
は
事
業
主
の
悉
意
に
 
 

（
注
2
5
）
 
 
 

左
右
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
）
。
 
 
 



②
 
事
業
所
得
の
勤
労
部
分
に
給
与
所
得
控
除
を
認
め
る
こ
と
は
、
勤
務
に
伴
う
必
要
経
費
の
概
算
控
除
及
び
他
人
に
雇
傭
さ
れ
て
得
る
 
 

（
注
2
6
）
 
 
 

所
得
の
担
税
力
の
弱
さ
等
に
着
目
し
て
設
け
ら
れ
た
給
与
所
得
控
除
の
趣
旨
か
ら
見
て
適
当
で
な
い
。
ま
た
、
給
与
所
得
者
と
の
バ
ラ
 
 

（
注
2
7
）
 
 
 

ソ
ス
が
再
び
問
題
と
な
り
、
悪
循
環
に
陥
る
。
 
 
 

以
上
要
す
る
に
、
青
色
申
告
会
は
、
法
人
企
業
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
し
、
税
制
調
査
会
は
、
法
人
・
個
人
間
の
バ
ラ
ソ
ス
に
注
目
し
 
 

つ
つ
も
、
事
業
所
得
者
と
給
与
所
得
者
と
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
も
無
視
し
得
な
い
立
場
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
税
制
調
査
会
の
「
昭
和
四
六
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
」
で
は
、
「
青
色
事
業
主
特
別
経
 
 

（
注
2
8
）
 
 

費
準
備
金
」
制
度
が
答
申
さ
れ
、
措
置
法
に
よ
り
誕
生
し
た
。
こ
れ
は
、
事
業
所
得
の
五
パ
ー
セ
ソ
ト
（
最
高
一
〇
万
円
）
を
限
度
と
し
 
 

て
準
備
金
へ
の
繰
入
れ
を
認
め
、
個
人
事
業
主
の
老
後
保
障
、
い
わ
ば
退
職
金
的
な
も
の
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
定
の
条
件
に
 
 

達
し
て
取
崩
す
際
、
l
時
所
得
と
し
て
取
扱
う
こ
と
、
及
び
、
金
額
に
制
限
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
た
め
、
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
ず
、
一
年
だ
 
 

（
注
2
9
）
 
 

け
で
廃
止
さ
れ
、
昭
和
四
七
年
度
か
ら
は
、
「
青
色
申
告
控
除
制
度
」
（
一
〇
万
円
）
が
措
置
法
に
よ
り
誕
生
し
た
。
 
 
 

更
に
、
税
制
調
査
会
の
中
に
、
小
規
模
企
業
課
税
特
別
部
会
が
設
置
（
昭
和
四
七
年
六
月
）
さ
れ
、
事
業
主
報
酬
制
度
に
つ
い
て
、
 
 

「
み
な
し
法
人
」
課
税
方
式
を
中
心
と
す
る
小
規
模
企
業
課
税
に
関
す
る
改
正
試
案
（
以
下
「
試
案
」
と
呼
ぶ
）
が
検
討
さ
れ
た
。
 
 

（
注
3
0
）
 
 
 

試
案
の
内
容
ほ
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

①
 
青
色
事
業
所
得
者
に
「
み
な
し
法
人
」
課
税
の
選
択
を
認
め
、
選
択
を
行
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
報
酬
の
支
払
を
認
め
 
 
 

る
。
 
 

②
 
事
業
主
報
酬
に
つ
い
て
は
、
今
後
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
の
給
与
所
得
控
除
の
二
分
の
一
の
控
除
を
認
め
る
。
 
 

③
 
法
人
の
代
表
者
に
つ
い
て
は
、
将
来
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
の
給
与
所
得
控
除
が
引
上
げ
ら
れ
現
在
の
倍
額
に
な
る
ま
で
、
現
行
給
与
所
得
 
 

五
七
 
 
 



五
入
 
 

控
除
制
度
の
ま
ま
据
置
く
。
 
 
 

こ
の
試
案
に
つ
い
て
、
税
制
調
査
会
は
、
「
昭
和
四
八
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
」
（
以
下
「
四
八
年
答
申
」
と
呼
ぶ
）
に
お
い
 
 

て
、
次
の
と
お
り
消
極
的
態
度
を
表
明
し
て
い
る
。
 
 
 

「
こ
の
試
案
は
〝
み
な
し
法
人
〃
と
い
う
擬
制
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
質
的
な
地
位
の
類
似
性
に
着
目
し
、
個
人
事
業
主
を
 
 

法
人
経
営
者
（
給
与
所
得
者
）
と
同
様
に
扱
う
こ
と
に
よ
り
、
従
来
、
法
人
と
個
人
と
い
う
私
法
上
の
哉
然
た
る
区
分
に
立
脚
し
て
長
い
 
 

期
間
に
わ
た
っ
て
経
持
さ
れ
て
来
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
、
個
人
事
業
主
、
同
族
法
人
の
三
者
間
の
バ
ラ
ソ
ス
を
、
実
質
的
に
は
相
当
程
度
変
 
 

え
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
質
的
な
税
負
担
の
変
動
が
世
間
一
般
の
常
識
か
ら
見
て
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ど
 
 

う
か
、
特
に
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
と
〝
み
な
し
法
人
〃
課
税
方
式
を
選
択
し
た
事
業
主
と
の
問
に
お
い
て
均
衡
が
正
し
く
保
た
れ
る
こ
と
と
 
 

な
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
種
々
疑
義
が
あ
る
の
で
、
当
調
査
会
と
し
て
は
、
現
段
博
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
方
法
を
所
 
 

（
注
3
1
）
 
 

得
税
の
基
本
税
制
の
中
に
採
り
入
れ
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
認
め
た
。
」
 
 
 

結
局
、
昭
和
四
八
年
度
の
税
制
改
正
で
は
、
こ
の
試
案
の
う
ち
、
②
と
③
は
切
捨
て
て
、
①
の
み
が
措
置
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
、
事
業
 
 

主
報
酬
制
度
は
、
昭
和
四
八
年
七
月
か
ら
五
年
六
カ
月
の
時
限
立
法
な
が
ら
、
「
み
な
し
法
人
課
税
選
択
制
度
」
と
し
て
、
曲
が
り
な
り
 
 

に
も
日
の
目
を
見
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 

三
 
み
な
し
法
人
課
税
選
択
制
度
の
利
用
状
況
 
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
三
年
目
ま
で
の
利
用
状
況
は
、
別
表
三
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
年
目
の
昭
和
四
八
年
は
七
月
か
ら
適
用
さ
れ
 
 
 



る
た
め
仮
決
算
を
必
要
と
し
た
こ
と
等
の
事
情
も
あ
っ
て
、
利
用
率
は
青
色
申
告
者
総
数
約
二
〇
〇
万
人
に
対
し
、
約
一
パ
ー
セ
ソ
ト
の
二
 
 

万
人
弱
で
あ
っ
た
が
、
平
年
度
化
し
た
昭
和
四
九
年
は
ほ
ぼ
倍
増
し
、
昭
和
五
〇
年
分
の
利
用
者
は
、
約
六
万
人
（
利
用
率
約
二
・
五
パ
ー
 
 

セ
ソ
ト
）
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

具
体
的
な
業
種
別
の
利
周
状
況
は
、
把
握
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
ま
か
な
区
分
別
に
見
る
と
、
医
師
、
自
由
業
な
ど
の
「
そ
の
他
事
業
」
 
 

所
得
者
の
利
用
率
が
最
も
高
く
、
農
業
所
得
者
の
利
用
率
が
最
も
低
い
（
別
表
三
参
照
）
。
二
、
三
の
税
務
署
に
つ
い
て
、
利
用
状
況
を
調
 
 

査
し
た
と
こ
ろ
、
別
表
四
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
業
綾
が
比
戟
的
安
定
し
、
収
支
見
込
の
立
て
や
す
い
業
種
に
利
用
者
が
多
い
。
こ
れ
は
、
 
 

あ
ら
か
じ
め
届
出
た
事
業
主
報
酬
の
額
と
比
戟
し
て
事
業
所
得
等
の
金
額
が
予
想
以
上
に
変
動
し
た
場
合
、
前
述
（
四
大
～
四
入
貢
）
の
 
 

如
く
、
減
税
効
果
が
十
分
期
待
し
得
な
い
（
場
合
に
ょ
っ
て
は
増
税
と
な
る
こ
と
も
あ
る
）
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

一
方
、
い
っ
た
ん
選
択
し
て
か
ら
取
り
や
め
た
者
は
、
推
算
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
利
用
者
総
数
に
対
し
て
一
パ
ー
セ
ソ
ト
台
で
あ
る
（
別
 
 

表
三
の
摘
要
4
参
照
）
。
こ
れ
ほ
、
利
用
者
が
、
選
択
す
る
以
上
か
な
り
慎
重
に
検
討
し
た
上
で
利
用
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
二
、
三
の
税
 
 

（
注
詑
）
 
 

務
署
で
、
取
り
や
め
た
事
情
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
「
商
況
の
変
動
が
激
し
い
」
「
明
年
以
降
の
所
得
が
分
ら
な
い
」
「
営
凛
不
茨
」
等
が
目
 
 

立
ち
、
所
得
が
見
込
み
ど
お
り
で
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
 
 
 

ま
た
、
青
色
申
告
者
総
数
に
対
す
る
利
用
率
を
、
昭
和
五
〇
年
分
に
つ
い
て
国
税
局
別
に
見
る
と
、
別
表
五
の
と
お
り
で
あ
り
、
東
京
国
 
 

税
局
管
内
の
三
・
八
パ
ー
セ
ソ
ト
が
最
も
高
く
、
以
下
、
名
古
屋
、
高
松
と
続
き
、
大
阪
及
び
福
岡
国
税
局
管
内
の
〇
・
九
パ
ー
セ
ソ
ト
が
 
 

最
も
低
い
。
 
 
 

な
お
、
利
用
者
の
届
出
た
事
業
主
報
酬
の
額
の
状
況
を
、
昭
和
五
〇
年
分
に
つ
い
て
見
る
と
、
別
表
大
の
と
お
り
で
あ
り
、
利
用
者
一
人
 
 

あ
た
り
の
平
均
は
約
二
五
〇
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
「
そ
の
他
事
業
」
所
得
者
の
平
均
が
高
額
で
あ
る
の
ほ
、
比
戟
的
鱒
高
額
 
 

五
九
 
 
 



所
得
者
の
利
用
者
が
多
い
た
め
と
思
わ
れ
る
。
 
 

四
 
み
な
し
法
人
課
税
選
択
制
度
を
め
ぐ
る
諸
問
題
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
制
定
の
過
程
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
事
業
主
報
酬
問
題
と
し
て
、
国
会
あ
る
い
ほ
税
制
調
査
 
 

会
の
席
上
種
々
論
議
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
 
 
 

①
 
「
み
な
し
法
人
制
度
」
自
体
の
問
題
点
 
 
 

②
 
税
体
系
、
特
に
所
得
税
法
体
系
と
の
関
連
（
負
担
の
公
平
の
問
題
を
含
む
）
 
 

の
二
点
に
分
け
て
考
案
を
進
め
た
い
。
 
 

l
 
み
な
L
法
人
課
税
選
択
制
度
の
問
題
点
 
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
自
体
の
問
題
点
と
し
て
は
、
こ
れ
が
発
足
し
て
日
が
ま
だ
浅
い
こ
と
、
あ
る
い
は
利
用
者
が
比
戟
的
少
い
こ
と
も
 
 

あ
っ
て
、
十
分
論
議
が
尽
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
段
階
に
あ
る
が
、
主
な
批
判
な
い
し
問
題
点
と
し
て
は
、
①
 
制
度
が
複
雑
難
解
で
 
 

あ
る
こ
と
ー
②
 
事
業
主
報
酬
の
額
を
年
の
中
途
で
変
更
で
き
な
い
こ
と
、
③
 
過
大
報
酬
額
否
認
の
問
題
が
あ
る
こ
と
、
④
 
留
保
の
制
 
 

度
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
⑤
 
税
理
士
等
自
由
職
業
者
の
場
合
、
所
得
税
法
第
二
〇
四
条
と
同
法
第
一
八
三
条
に
よ
り
、
〝
二
重
〃
 
 

に
源
泉
徴
収
さ
れ
る
こ
と
、
⑥
 
事
業
税
に
は
適
用
が
な
い
こ
と
、
⑦
 
い
っ
た
ん
取
り
や
め
る
と
再
選
択
で
き
な
い
こ
と
等
が
あ
げ
ら
れ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

な
お
、
制
度
の
創
設
当
初
（
昭
和
四
八
年
）
に
は
、
事
業
主
報
酬
の
額
（
給
与
所
得
）
に
つ
い
て
、
年
末
調
整
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
 
 
 



た
め
、
確
定
申
告
と
二
重
手
間
に
な
る
と
し
て
、
簡
素
化
を
求
め
る
要
望
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
九
年
の
改
正
（
措
置
 
 

法
施
行
令
第
一
七
条
の
八
第
八
項
）
に
ょ
り
年
末
調
整
は
不
要
と
な
り
、
問
題
は
解
決
さ
れ
た
。
 
 

H
 
複
雑
難
解
さ
に
つ
い
て
 
 

（
注
3
3
）
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
に
対
し
て
は
、
当
初
か
ら
難
し
く
な
じ
み
に
く
い
と
す
る
声
が
多
く
、
利
用
率
の
低
い
一
つ
の
原
因
と
考
え
ら
 
 
 

れ
て
い
る
。
昭
和
四
九
年
一
一
月
に
国
税
庁
が
実
施
し
た
「
税
を
知
る
週
間
」
に
お
い
て
も
、
事
業
所
得
等
に
関
す
る
意
見
・
要
望
六
二
 
 
 

l
件
の
う
ち
、
「
み
な
し
法
人
課
税
の
取
扱
い
を
簡
単
に
し
て
は
し
い
」
と
す
る
も
の
が
九
五
件
（
一
五
パ
ー
セ
ソ
ト
）
に
達
し
て
い
る
。
 
 

（
注
3
4
）
 
 

も
と
も
と
、
い
わ
ゆ
る
応
能
負
担
を
原
則
と
す
る
所
得
税
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
応
益
負
担
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
法
人
税
と
の
い
 
 

（
注
3
5
）
 
 
 

わ
ば
中
間
的
存
在
と
し
て
、
種
々
の
擬
制
の
上
に
組
立
て
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
以
上
、
規
定
や
計
算
の
複
雑
化
を
免
れ
得
な
い
こ
と
は
宿
 
 

（
注
3
6
）
 
 
 

命
的
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
昭
和
三
七
年
の
税
制
調
査
会
の
答
申
に
お
い
て
も
予
見
さ
れ
て
お
り
、
日
本
と
は
 
 
 

背
景
を
異
に
す
る
の
で
直
ち
に
比
戟
は
で
き
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
立
法
例
 
－
 
個
人
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
組
合
）
を
対
 
 
 

象
と
す
る
法
人
課
税
の
選
択
制
度
、
及
び
そ
の
道
の
、
小
法
人
を
対
象
と
す
る
個
人
所
得
税
の
選
択
制
度
－
 
を
見
て
も
、
何
れ
も
極
め
 
 

（
注
3
7
）
 
 
 

て
複
雑
で
あ
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
最
高
四
四
五
件
が
利
用
し
た
に
す
ぎ
ず
、
創
設
一
二
年
後
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

制
度
の
う
ち
、
ど
の
部
分
が
複
雑
難
解
で
あ
る
か
を
特
に
示
し
た
意
見
に
ほ
接
し
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
、
事
業
主
報
酬
の
額
控
除
後
 
 
 

の
み
な
し
法
人
所
得
の
取
扱
い
が
中
心
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
複
雑
難
解
と
す
る
受
け
止
め
方
の
中
に
は
、
減
税
効
果
の
予
測
が
付
 
 
 

け
難
い
と
い
う
意
味
合
い
も
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
（
四
大
～
四
入
貢
参
照
）
。
 
 

H
 
事
業
主
報
酬
の
額
の
変
更
の
問
題
 
 
 

東
京
青
色
申
告
会
連
合
会
が
昭
和
四
九
年
六
月
に
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
を
利
用
し
て
い
る
者
を
対
象
に
行
な
っ
た
ア
ソ
ケ
ー
ト
 
 

六
一
 
 
 



六
二
 
 

（
注
3
8
）
 
 

（
以
下
「
青
色
申
告
会
ア
ソ
ケ
ー
ト
」
と
呼
ぶ
）
に
お
い
て
、
制
度
に
対
す
る
改
善
要
望
意
見
が
最
も
集
中
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
事
業
 
 

主
報
酬
関
係
で
、
報
酬
額
を
年
の
中
途
で
変
更
で
き
る
よ
う
に
し
て
欲
し
い
と
す
る
も
の
が
一
五
五
件
に
達
し
て
お
り
、
こ
の
は
か
、
年
 
 

の
中
途
に
お
け
る
選
択
開
始
又
は
取
り
や
め
の
要
望
ま
で
含
め
る
と
、
改
善
要
望
意
見
三
八
一
件
中
二
七
九
件
（
七
三
パ
ー
セ
ソ
ト
）
に
 
 

達
し
て
い
る
。
筆
者
が
東
京
・
名
古
屋
地
区
の
一
部
の
税
理
士
か
ら
聴
取
し
た
7
ソ
ケ
ー
ト
（
以
下
「
税
理
士
意
見
」
と
呼
ぶ
）
に
お
い
 
 

て
も
、
制
度
に
不
満
を
表
明
し
て
い
る
者
の
全
員
が
、
こ
の
、
途
中
で
事
業
主
報
酬
の
療
を
増
減
で
き
な
い
点
を
あ
げ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
事
業
主
報
酬
の
額
に
利
用
者
の
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
の
は
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
を
選
択
し
た
場
合
に
、
事
業
所
 
 

得
等
に
対
す
る
事
業
主
報
酬
の
額
の
割
合
が
、
減
税
効
果
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
般
的
に
は
、
両
者
が
等
し
 
 

（
注
3
9
）
 
 

い
と
き
に
減
税
効
果
は
最
大
と
な
り
、
両
者
の
差
が
大
と
な
っ
た
と
き
は
逆
に
増
税
と
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
 
 
 

と
こ
▲
ろ
で
、
事
業
主
報
酬
の
額
は
、
本
年
分
の
決
算
が
確
定
す
る
前
の
段
階
で
あ
る
二
万
≡
日
ま
で
に
、
あ
ら
か
じ
め
翌
年
分
の
 
 

収
益
の
見
込
等
を
勘
案
し
、
適
正
な
額
を
決
定
し
て
税
務
署
長
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
措
置
法
第
二
五
条
の
二
第
四
項
）
。
そ
し
 
 

て
、
年
の
中
途
に
お
け
る
事
業
主
報
酬
の
額
の
変
更
あ
る
い
は
選
択
の
取
り
や
め
は
、
死
亡
又
は
事
業
の
全
部
を
靡
止
す
る
と
き
を
除
き
 
 

（
注
4
0
）
 
 

一
切
認
め
ら
れ
な
い
 

従
っ
て
、
例
え
ば
石
油
危
磯
等
に
よ
り
物
価
が
年
の
中
途
で
三
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
上
昇
し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
名
目
所
得
が
大
幅
に
上
昇
し
 
 

た
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
事
業
主
報
酬
の
額
の
増
減
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
事
業
所
得
を
生
ず
べ
き
事
業
は
廃
止
し
、
不
動
産
所
 
 

得
を
生
ず
べ
き
事
業
の
み
と
な
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
交
通
事
故
等
で
長
期
間
休
業
し
、
事
業
所
得
が
相
当
減
額
す
る
場
合
に
お
い
て
 
 

も
、
事
業
主
報
酬
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
①
 
法
人
の
役
員
報
酬
と
同
様
、
企
業
の
前
年
の
営
業
成
績
が
明
ら
か
匠
な
り
、
そ
れ
を
基
に
し
て
本
年
分
の
経
営
 
 
 



成
接
が
見
通
せ
る
時
期
に
、
事
業
主
の
判
断
に
よ
り
報
酬
額
の
変
更
届
出
を
な
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
、
②
 
休
廃
業
、
物
価
の
高
騰
に
基
 
 
 

く
使
用
人
の
給
与
の
引
上
げ
等
、
経
営
成
繚
の
見
通
し
や
経
済
情
勢
に
著
る
し
い
変
化
が
あ
る
場
合
は
、
事
業
主
の
判
断
に
よ
る
変
更
 
 

（
注
4
1
）
 
 
 

（
減
額
）
の
届
出
を
受
理
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
「
税
理
士
意
見
」
の
中
に
も
、
事
業
主
報
酬
の
額
の
届
出
の
提
出
時
に
立
て
た
翌
年
の
所
得
見
込
に
比
し
て
、
予
想
以
上
に
収
 
 
 

入
が
増
大
す
る
と
き
は
、
働
け
ば
働
く
は
ど
増
税
と
な
り
、
勤
労
意
欲
を
阻
害
す
る
、
あ
る
い
は
、
収
入
除
外
な
い
し
繰
延
べ
に
よ
る
脱
 
 
 

税
誘
因
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
、
と
す
る
意
見
さ
え
も
見
ら
れ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
租
税
特
別
措
置
は
、
「
特
定
の
政
策
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
租
税
の
傾
斜
的
誘
引
効
果
を
期
待
し
よ
う
 
 

（
注
4
2
）
 
 
 

と
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
場
合
、
特
定
の
政
策
目
的
は
、
経
理
の
明
確
化
を
通
じ
て
の
企
業
経
 
（
 

注
4
3
）
 
 
 

営
の
近
代
化
、
合
理
化
の
実
現
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
誘
引
す
べ
き
減
税
効
果
の
方
は
、
あ
ら
か
じ
め
届
出
て
固
定
さ
れ
て
い
る
事
 
 
 

業
主
報
酬
の
額
の
、
事
業
所
得
等
の
額
に
対
す
る
割
合
如
何
に
よ
り
左
右
さ
れ
、
前
述
（
四
六
～
四
入
貢
）
の
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
 
 
 

は
逆
に
増
税
と
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
こ
の
点
が
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
を
難
解
と
す
る
要
素
で
あ
り
、
利
用
率
の
低
い
主
た
る
原
 
 
 

因
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

も
と
よ
り
、
事
業
主
報
酬
の
額
を
も
っ
て
所
得
操
作
の
具
と
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
措
置
は
認
め
る
べ
き
で
な
い
が
、
 
 
 

特
殊
異
例
な
場
合
に
つ
い
て
も
、
l
切
、
事
業
主
報
酬
の
額
の
変
更
を
認
め
て
い
な
い
現
行
規
定
は
、
や
や
硬
直
的
に
す
ぎ
る
感
が
な
い
 
 
 

で
も
な
い
。
 
 

日
 
通
大
報
酬
額
の
問
題
 
 
 

過
大
報
酬
額
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
届
出
さ
れ
た
事
業
主
報
酬
の
額
の
う
ち
、
不
相
当
牢
高
額
の
部
分
窒
一
己
う
（
措
置
法
第
二
五
条
の
l
一
 
 

六
三
 
 
 



六
四
 
 

第
五
項
）
。
相
当
か
不
朽
当
か
の
判
定
基
準
（
措
置
法
施
行
令
第
一
七
粂
の
七
）
は
、
法
人
の
役
員
報
酬
の
場
合
（
法
人
税
法
施
行
令
第
 
 

六
九
条
）
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
「
総
会
の
決
議
額
」
は
該
当
が
な
い
の
で
除
か
れ
て
い
る
。
 
 
 

過
大
報
酬
額
は
、
事
業
主
報
酬
の
額
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
給
与
所
得
の
収
入
金
額
と
し
て
総
合
課
税
の
取
扱
い
を
受
け
る
と
 
 

と
も
に
、
み
な
し
法
人
所
得
に
加
算
さ
れ
、
配
当
軽
課
で
は
な
い
通
常
の
法
人
税
率
（
二
八
パ
ー
セ
ソ
ト
、
七
〇
〇
万
円
を
超
え
る
部
分
 
 

に
つ
い
て
は
四
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
）
に
相
当
す
る
税
率
が
適
用
さ
れ
る
（
措
置
法
第
二
五
条
の
二
第
五
項
）
。
従
っ
て
、
過
大
報
酬
額
と
認
 
 

定
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
後
者
（
通
常
の
法
人
税
率
に
相
当
す
る
税
率
）
に
よ
る
税
額
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

過
大
報
酬
額
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
①
は
、
判
定
基
準
の
明
確
性
の
問
題
、
②
は
、
過
大
報
酬
額
の
性
格
（
所
得
区
分
）
の
問
題
 
 

で
あ
る
。
①
ほ
、
運
用
上
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
法
人
の
場
合
と
は
ば
共
通
す
る
問
題
で
あ
り
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
固
有
の
問
題
 
 

で
は
な
い
の
で
省
略
す
る
。
 
 
 

②
は
、
事
業
主
報
酬
の
額
の
性
格
に
関
連
す
る
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
過
大
報
酬
額
は
み
な
す
給
与
で
な
く
み
な
す
配
当
と
 
 

（
注
4
4
）
 
 

認
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
 
 
 

そ
の
論
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
事
業
主
報
酬
の
額
は
事
業
所
得
等
の
う
ち
勤
労
部
分
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
調
査
に
よ
 
 

り
そ
の
一
部
が
不
相
当
と
さ
れ
た
以
上
、
資
産
運
用
部
分
と
み
な
す
べ
き
で
あ
り
、
会
社
役
員
の
よ
う
に
委
任
の
立
場
に
あ
る
身
分
関
係
 
 

が
あ
る
場
合
と
異
な
り
、
給
与
所
得
と
し
て
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
法
律
的
関
係
の
な
い
個
人
事
業
主
の
場
合
に
、
否
認
さ
れ
た
分
ま
で
 
 

も
給
与
所
得
と
み
な
す
根
拠
が
乏
し
い
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
理
由
に
ょ
り
、
現
行
規
定
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
 
 
 

ま
ず
、
法
人
と
比
較
し
た
場
合
、
法
人
で
は
、
過
大
報
酬
額
は
利
益
処
分
と
し
て
損
金
性
を
否
認
さ
れ
、
法
人
・
個
人
（
役
員
）
を
通
 
 
 



算
す
る
と
、
給
与
所
得
と
し
て
の
所
得
税
課
税
の
ほ
か
法
人
税
並
び
に
過
少
申
告
加
算
税
が
課
せ
ら
れ
る
が
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
 
 

場
合
に
、
も
し
、
過
大
報
酬
額
を
み
な
す
給
与
所
得
か
ら
除
外
し
て
み
な
す
配
当
所
得
と
す
る
と
き
は
、
単
な
る
所
得
区
分
の
振
替
の
み
 
 

（
注
4
5
）
 
で
あ
り
、
算
出
税
額
に
は
は
と
ん
ど
差
が
な
い
。
こ
れ
は
、
法
人
に
比
し
て
「
み
な
し
法
人
」
に
対
す
る
取
扱
い
が
寛
大
に
す
ぎ
る
と
と
 
 

も
に
、
過
大
報
酬
額
の
規
定
を
事
実
上
形
骸
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
思
う
に
「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
趣
旨
は
、
そ
の
事
業
に
ふ
さ
 
 

わ
し
い
事
業
主
報
酬
の
額
の
支
払
を
通
じ
て
、
個
人
企
業
の
経
営
の
近
代
化
、
合
理
化
を
推
進
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
 
 

税
負
担
の
面
か
ら
見
る
と
、
で
き
る
限
り
、
事
業
所
得
等
の
金
額
に
事
業
主
報
酬
の
額
を
接
近
さ
せ
る
こ
と
が
得
策
で
あ
る
。
一
般
に
、
 
 

経
済
成
長
又
ほ
物
価
の
上
昇
に
ょ
り
、
所
得
は
増
大
傾
向
に
あ
る
か
ら
、
事
業
主
報
酬
の
額
を
多
目
に
見
積
る
性
向
が
生
ず
る
で
あ
ろ
 
 

う
。
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
過
大
報
酬
と
な
ら
な
い
よ
う
、
何
ら
か
の
歯
止
め
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

も
と
も
と
、
同
族
会
社
又
は
個
人
企
業
の
よ
う
に
、
企
業
主
が
経
営
者
で
も
あ
り
出
資
者
で
も
あ
る
場
合
に
、
企
業
が
そ
の
企
業
主
に
 
 

支
払
う
金
員
を
、
給
与
（
報
酬
又
は
賞
与
）
と
す
る
か
配
当
と
す
る
か
は
、
ま
ず
も
っ
て
企
業
の
決
定
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
行
政
庁
の
 
 

介
入
に
ょ
っ
て
左
右
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
課
税
庁
が
過
大
報
酬
額
と
認
定
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
給
与
の
 
 

性
質
を
失
う
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
 
 
 

た
だ
し
、
過
大
報
酬
額
の
認
定
は
、
事
業
主
報
酬
の
額
の
、
年
の
中
途
で
の
変
更
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
関
連
し
V
十
分
慎
重
 
 

な
態
度
が
望
ま
れ
る
。
認
定
の
基
礎
と
な
る
時
点
は
、
届
出
の
期
限
で
あ
る
前
年
末
の
現
況
に
お
い
て
予
想
し
得
る
状
況
が
基
準
に
な
る
 
 

わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
後
休
業
あ
る
い
は
予
期
せ
ざ
る
は
ど
高
率
の
従
業
員
の
賃
上
げ
、
著
し
い
景
気
後
退
等
、
事
業
主
の
責
め
に
帰
し
 
 

難
い
要
因
に
ょ
り
所
得
が
予
想
よ
り
減
少
し
、
結
果
的
に
み
な
し
法
人
所
得
が
赤
字
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
そ
の
 
 

事
業
主
報
酬
の
額
が
過
大
で
あ
る
と
認
定
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
 
 

六
五
 
 
 



六
六
 
 
 

輯
 
留
保
金
の
問
題
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
法
人
と
み
な
さ
れ
た
か
、
が
議
論
さ
れ
る
申
で
、
特
に
、
こ
の
〝
留
保
金
〃
が
認
め
ら
 
 
 

れ
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
、
せ
っ
か
く
、
個
人
企
業
者
と
個
人
類
似
法
人
と
の
課
税
の
ア
ソ
バ
ラ
ソ
ス
を
是
正
す
る
制
度
を
創
設
し
た
の
 
 

（
注
4
6
）
 
 
 

に
、
こ
れ
で
は
片
手
落
ち
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
そ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
み
な
し
法
人
所
得
の
う
ち
、
ど
の
部
分
を
留
保
し
、
 
 
 

ど
の
部
分
を
配
当
と
す
る
か
の
処
分
方
法
は
、
事
業
主
の
裁
量
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
で
、
こ
れ
が
こ
の
制
度
の
目
的
と
す
る
企
業
の
近
代
化
 
 

（
注
4
7
）
 
 

・
合
理
化
の
趣
旨
に
も
合
っ
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
青
色
申
告
会
ア
ソ
ケ
ー
ト
」
の
中
に
も
、
〝
強
制
配
当
の
廃
止
″
を
望
む
 
 
 

声
が
あ
る
。
 
 
 

も
と
も
と
、
事
業
主
報
酬
制
度
実
現
の
論
議
の
過
程
に
お
い
て
、
事
業
主
報
酬
額
控
除
後
の
所
得
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
一
 
 

（
注
4
8
）
 
 
 

つ
の
焦
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
当
時
の
青
色
申
告
会
側
の
提
案
は
、
①
 
事
業
所
待
と
す
る
、
②
 
法
人
税
法
を
適
用
す
る
、
⑨
 
 

（
注
4
9
）
 
 
 

中
小
企
業
税
法
を
創
設
す
る
等
の
も
の
で
あ
り
、
特
に
留
保
金
の
制
度
を
表
面
に
は
出
し
て
い
な
い
 

税
制
調
査
会
に
お
い
て
も
、
事
業
主
報
酬
そ
の
も
の
の
性
格
及
び
給
与
所
得
控
除
の
適
用
関
係
に
審
議
の
重
点
が
向
け
ら
れ
、
事
業
主
 
 
 

報
酬
の
額
控
除
後
の
み
な
し
法
人
所
得
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
十
分
論
議
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
か
に
認
め
ら
れ
る
。
恐
ら
く
、
現
行
法
 
 
 

の
立
法
化
に
あ
た
っ
て
は
事
業
所
得
の
う
ち
勤
労
部
分
が
事
業
主
報
酬
の
額
と
し
て
給
与
所
得
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
残
余
は
資
産
 
 
 

運
用
部
分
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
、
経
営
者
で
あ
り
出
資
者
で
あ
る
事
業
主
の
出
資
者
た
る
地
位
に
基
づ
く
所
得
と
し
て
、
配
当
所
得
と
 
 
 

み
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
親
族
会
社
の
法
人
・
個
人
間
の
所
得
に
対
す
る
二
重
課
税
を
除
去
す
る
方
法
で
あ
る
紙
 
 

（
注
5
0
）
 
 
 

上
配
当
法
（
一
名
、
組
合
課
税
法
）
の
方
法
に
や
や
類
似
し
て
い
る
。
 
 

と
こ
ろ
で
、
も
し
「
み
な
し
法
人
制
度
」
に
留
保
金
の
制
度
を
導
入
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
課
税
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
 
 
 



か
。
そ
の
よ
う
な
試
案
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
現
行
法
人
税
法
等
か
ら
類
推
す
る
と
、
留
保
控
除
額
が
一
五
〇
 
 

〇
万
円
に
引
上
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
は
と
ん
ど
の
場
合
、
同
族
会
社
の
特
別
税
率
に
相
当
す
る
税
率
の
適
用
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
留
保
金
額
で
あ
る
以
上
、
配
当
軽
課
で
な
く
通
常
の
法
人
税
率
に
相
当
す
る
税
率
が
適
用
さ
れ
る
か
ら
、
二
八
パ
ー
セ
 
 

ン
ト
（
七
〇
〇
万
円
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
四
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
）
の
相
当
税
率
に
よ
る
分
離
課
税
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

一
般
的
に
は
、
み
な
し
法
人
所
得
が
七
〇
〇
万
円
を
超
え
る
こ
と
は
希
有
で
あ
ろ
う
か
ら
、
七
〇
〇
万
円
以
下
の
場
合
に
つ
い
て
、
配
 
 

当
と
留
保
の
そ
れ
ぞ
れ
の
税
負
担
を
比
戟
す
る
と
、
 
 

①
 
配
当
の
場
合
は
、
配
当
軽
課
税
率
に
相
当
す
る
税
率
（
み
な
し
法
人
所
得
×
二
三
・
九
パ
ー
セ
ソ
ト
）
に
よ
る
み
な
し
法
人
税
相
当
 
 
 

所
得
税
が
課
せ
ら
れ
る
は
か
、
み
な
し
配
当
所
得
（
み
な
し
法
人
所
得
×
七
t
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
 
は
総
合
課
税
さ
れ
る
が
、
配
当
控
除
 
 
 

（
一
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
）
 
の
適
用
が
あ
る
。
 
 

②
 
留
保
の
場
合
は
、
通
常
の
法
人
税
率
に
相
当
す
る
税
率
（
二
八
パ
ー
セ
ソ
ト
）
が
課
せ
ら
れ
る
。
 
 
 

右
の
事
情
と
、
所
得
税
の
超
過
累
進
税
率
の
仕
組
み
に
よ
り
、
所
得
金
額
が
相
当
高
額
に
達
し
た
と
き
は
、
留
保
す
る
こ
と
に
ょ
り
税
 
 

負
担
が
減
少
す
る
が
、
所
得
金
額
が
高
額
で
な
い
と
き
は
、
む
し
ろ
税
負
担
は
大
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
今
仮
に
、
事
業
主
報
酬
 
 

の
額
が
事
業
所
得
の
八
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
相
当
で
あ
り
、
み
な
し
法
人
所
得
の
全
額
を
留
保
し
た
と
し
て
、
試
算
す
る
と
、
そ
の
限
界
点
は
 
 

（
注
5
1
）
 
 

事
業
所
得
等
が
五
〇
〇
万
円
程
度
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
、
申
告
所
得
者
の
所
得
金
額
階
級
別
分
布
の
判
明
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
 
 

最
新
の
資
料
（
昭
和
四
入
牢
分
）
＝
別
表
七
＝
に
よ
る
と
、
所
得
金
額
五
〇
〇
万
円
超
は
、
特
に
法
人
と
の
競
争
関
係
が
問
題
と
な
る
営
 
 

業
所
得
者
の
場
合
、
全
体
の
二
ニ
ー
パ
ー
セ
ン
ト
 
（
こ
の
う
ち
、
青
色
申
告
者
で
は
三
・
四
パ
ー
セ
ソ
ト
）
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
み
な
し
法
人
制
度
」
に
お
け
る
留
保
金
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
一
人
会
社
で
あ
 
 

六
七
 
 
 



六
入
 
 
 

る
に
し
て
も
、
私
法
上
人
格
は
裁
然
と
区
別
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
法
人
の
所
得
を
個
人
た
る
構
成
員
に
直
ち
に
分
配
せ
ず
留
保
す
る
と
い
 
 

う
概
念
も
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
が
、
も
と
も
と
一
個
の
自
然
人
た
る
個
人
事
業
主
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
給
与
所
得
で
あ
れ
何
 
 
 

で
あ
れ
、
事
業
主
自
身
が
稼
得
し
た
所
得
に
相
違
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
い
か
に
「
み
な
し
法
人
」
と
い
う
擬
制
を
設
け
た
に
し
て
も
、
 
 

（
注
5
2
）
 
 
 

留
保
と
い
っ
た
観
念
は
生
じ
な
い
、
と
す
る
の
が
基
本
的
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

先
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
留
保
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
が
生
ず
る
の
は
ご
く
一
部
の
高
額
所
得
者
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
右
の
基
本
的
 
 

考
え
方
を
排
し
て
擬
制
の
観
念
を
拡
張
し
、
税
法
を
複
雑
に
し
、
更
に
、
総
合
課
税
を
建
前
と
す
る
所
得
税
に
お
い
て
、
最
近
、
各
種
の
 
 
 

分
離
課
税
が
再
検
討
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
新
た
な
一
種
の
分
離
課
税
の
制
度
を
設
け
て
ま
で
も
、
留
保
金
制
度
を
「
み
な
し
法
人
制
 
 
 

度
」
に
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

（
注
5
3
）
 
 
 

留
保
金
の
多
寡
が
企
業
の
競
争
力
の
原
資
と
し
て
影
響
す
る
と
い
う
意
見
に
つ
い
て
も
、
一
般
の
営
業
所
得
者
は
、
「
み
な
し
法
人
制
 
 
 

度
」
が
施
行
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
法
人
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
農
業
及
び
自
由
職
業
者
は
、
法
人
 
 
 

化
し
難
い
点
に
お
い
て
は
同
業
種
間
条
件
で
あ
る
か
ら
、
留
保
金
制
度
の
有
無
に
よ
り
特
に
競
争
上
不
利
と
な
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
 
 
 

こ
の
面
か
ら
見
て
も
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
に
留
保
金
制
度
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
に
は
賛
成
し
難
い
。
 
 

国
 
源
泉
徴
収
の
問
題
 
 

（
注
5
4
）
 
 
 

自
由
職
業
者
等
が
「
み
な
し
法
人
制
度
」
を
選
択
し
た
場
合
、
〝
二
重
〃
に
源
泉
徴
収
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
所
得
 
 
 

税
法
第
二
〇
四
条
に
よ
り
、
弁
護
士
、
税
理
士
等
の
業
に
関
す
る
報
酬
等
に
つ
い
て
は
、
一
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
（
一
回
一
〇
〇
万
円
超
は
t
一
 
 
 

〇
パ
ー
セ
ソ
ト
）
の
所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
る
一
方
で
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
を
選
択
し
た
こ
と
に
よ
り
、
事
業
主
報
酬
の
額
に
つ
 
 
 

い
て
は
、
給
与
等
の
支
払
を
な
す
も
の
と
み
な
さ
れ
て
、
自
ら
が
源
泉
徴
収
義
務
者
と
な
っ
て
、
同
法
第
一
八
t
ニ
条
に
よ
り
所
得
税
を
源
 
 
 



泉
徴
収
し
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
措
置
法
第
二
五
条
の
二
第
三
項
第
三
号
）
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
間
に
別
段
、
調
整
規
定
は
な
い
 
 
 

か
ら
、
い
わ
ゆ
る
〝
二
重
〃
の
源
泉
徴
収
が
な
さ
れ
る
。
 
 
 

自
由
職
業
者
の
場
合
ほ
、
所
得
税
法
第
二
〇
四
条
に
基
づ
く
報
酬
等
か
ら
の
源
泉
徴
収
税
額
の
み
に
よ
り
、
既
に
確
定
申
告
時
に
還
付
 
 
 

と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
事
業
主
報
酬
の
額
に
対
す
る
源
泉
徴
収
額
が
上
積
み
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
前
納
に
よ
る
金
利
負
担
 
 

が
必
ず
し
も
僅
少
で
あ
る
と
は
言
い
鮎
噌
。
「
税
理
士
意
見
」
を
見
て
も
、
税
理
盲
身
が
「
差
し
法
人
制
度
」
を
選
択
し
な
か
っ
た
 
 
 

理
由
と
し
て
、
そ
の
四
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
が
こ
の
〝
二
重
″
に
源
泉
徴
収
さ
れ
る
点
を
あ
げ
て
い
る
。
 
 
 

臨
時
特
例
で
あ
る
「
み
な
し
法
人
制
度
」
選
択
者
の
う
ち
、
更
に
そ
の
一
部
の
者
を
対
象
と
し
て
特
例
を
設
け
る
こ
と
は
、
い
た
ず
ら
 
 
 

に
税
法
を
複
雑
に
す
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
点
も
否
定
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
〝
二
重
″
に
源
泉
徴
収
さ
れ
る
者
に
対
 
 
 

す
る
何
ら
か
の
軽
減
、
緩
和
の
方
策
が
検
討
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
 
 

内
 
事
業
税
の
問
題
 
 
 

青
色
申
告
者
の
事
業
主
報
酬
制
度
要
望
の
理
由
の
う
ち
、
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
の
が
、
こ
の
事
業
税
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
論
 
 

拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
同
族
会
社
の
場
合
に
お
い
て
ほ
、
役
員
報
酬
を
損
金
と
し
て
控
除
し
た
後
の
所
得
に
対
し
て
事
業
税
が
課
せ
ら
れ
 
 
 

る
の
に
対
し
て
、
個
人
事
業
主
の
場
合
は
、
事
業
所
得
等
の
う
ち
そ
の
勤
労
部
分
に
対
し
て
ま
で
事
業
税
が
課
せ
ら
れ
、
不
公
平
で
あ
る
 
 

（
注
5
6
）
 
 
 

と
す
る
に
あ
る
。
 
 
 

事
業
主
報
酬
制
度
は
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
と
し
て
昭
和
四
八
年
中
途
か
ら
発
足
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
事
業
税
に
つ
い
て
は
事
業
 
 
 

主
報
酬
の
額
を
そ
の
ま
ま
控
除
す
る
こ
と
と
は
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
「
青
色
申
告
会
ア
ソ
ケ
ー
ユ
の
中
に
も
、
「
事
業
税
に
も
適
用
 
 
 

し
て
欲
し
い
」
と
す
る
意
見
が
六
一
件
（
改
善
要
望
意
見
中
一
六
パ
ー
セ
ソ
ト
）
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
事
業
税
竪
事
業
主
報
酬
 
 

六
九
 
 
 



七
〇
 
 
 

制
度
が
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
①
 
事
業
税
が
物
税
で
あ
る
こ
と
、
②
 
既
に
事
業
主
の
勤
労
性
部
分
を
概
算
控
除
す
る
享
 
 

（
注
5
7
）
 
 
 

業
主
控
除
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

（
注
5
8
）
 
 
 

昭
和
五
〇
年
度
か
ら
事
業
主
控
除
が
一
入
〇
万
円
に
引
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
比
較
的
零
細
な
所
得
者
に
つ
い
て
は
、
「
み
な
し
 
 
 

法
人
制
度
」
の
選
択
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
上
そ
の
不
満
は
解
消
さ
れ
た
が
、
事
業
税
に
事
業
主
報
酬
の
概
念
を
取
入
れ
る
か
否
 
 
 

か
の
問
題
は
、
物
税
と
さ
れ
て
い
る
事
業
税
の
本
質
、
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
し
て
い
る
こ
と
の
是
非
、
法
人
・
個
人
に
よ
り
、
ま
 
 
 

た
、
個
人
は
業
種
に
よ
り
税
率
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
の
適
否
等
と
も
合
せ
て
、
今
後
更
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。
 
 

㈹
 
再
選
択
の
禁
止
に
つ
い
て
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
適
用
を
取
り
や
め
た
と
き
は
、
以
後
再
び
選
択
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
措
置
法
 
 
 

第
二
五
条
の
t
一
第
一
項
カ
ツ
コ
書
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
社
会
的
－
経
済
的
流
動
性
に
対
処
し
て
特
別
な
措
置
を
図
る
の
が
措
置
法
の
建
 
 

（
注
5
9
）
 
 
 

前
な
ら
ば
、
運
用
に
お
い
て
も
流
動
性
を
勘
案
し
て
、
再
選
択
の
自
由
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
「
税
理
士
意
見
」
 
 
 

に
お
い
て
も
、
制
度
に
不
満
が
あ
る
と
し
た
者
の
六
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
の
者
が
、
「
再
選
択
で
き
な
い
」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
 
 

こ
の
問
題
は
結
局
、
五
年
間
と
い
う
存
続
期
間
を
前
提
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
、
継
続
性
の
原
則
を
ど
の
程
度
重
視
す
る
か
に
か
か
っ
 
 
 

て
い
る
が
、
も
と
も
と
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
趣
旨
が
、
適
正
な
事
業
主
報
酬
の
額
の
支
払
を
通
じ
て
の
、
中
小
企
業
の
経
営
の
近
 
 
 

代
化
、
合
理
化
の
推
進
で
あ
り
、
税
法
規
定
上
も
、
法
人
税
と
所
得
税
の
中
間
的
存
在
と
い
え
る
は
ど
特
殊
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
継
続
 
 
 

性
の
原
則
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
 
 
 

な
お
、
第
三
章
で
見
た
よ
う
に
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
創
設
当
初
の
昭
和
四
八
年
か
ら
選
択
し
た
着
で
、
翌
年
以
降
の
選
択
を
取
止
 
 
 

め
た
者
は
極
め
て
少
数
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
現
実
に
は
該
当
す
る
ケ
ー
ス
は
比
戟
的
に
少
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 



（
江
6
0
）
 
 
そ
の
ほ
か
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
時
限
立
法
で
な
く
恒
久
法
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
、
あ
る
い
は
、
措
置
法
で
な
く
所
得
税
法
 
 
 

の
申
で
規
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
、
こ
の
事
業
主
報
酬
制
度
の
問
題
ほ
、
所
得
税
法
体
系
の
根
本
に
か
か
わ
る
問
題
で
 
 
 

あ
り
、
個
人
事
業
主
と
法
人
企
業
の
税
負
担
の
均
衡
を
重
視
す
る
余
り
、
も
う
一
方
の
個
人
事
業
主
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
の
間
の
税
負
担
の
 
 
 

均
衡
に
つ
い
て
十
分
検
討
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
性
急
に
恒
久
制
度
化
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
疑
問
が
あ
る
。
 
 

2
 
所
得
税
法
体
系
と
の
関
係
 
 
 

み
な
し
法
人
課
税
選
択
制
度
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
う
ち
、
次
に
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
と
所
得
税
法
体
系
と
の
関
係
を
考
え
て
見
た
い
。
 
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
が
誕
生
す
る
過
程
に
お
い
て
、
種
々
論
議
が
か
わ
さ
れ
、
税
制
調
査
会
の
「
四
八
年
答
申
」
に
お
い
て
も
、
「
現
 
 

（
注
6
1
）
 
 

段
階
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
方
法
を
所
得
税
の
基
本
体
制
の
中
に
採
り
入
れ
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
」
と
し
て
、
消
極
的
態
度
を
表
明
し
て
 
 

い
る
の
は
、
事
業
所
得
者
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
と
の
間
の
税
負
担
の
均
衡
に
関
す
る
疑
問
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
背
後
に
は
、
こ
れ
に
よ
 
 

っ
て
生
ず
る
事
業
主
報
酬
あ
る
い
は
各
種
の
み
な
し
所
得
の
概
念
と
、
所
得
税
法
上
の
既
存
の
概
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
懸
念
が
あ
っ
た
 
 

た
め
で
ほ
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
ま
ず
、
事
業
主
報
酬
の
概
念
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
 
 

H
 
事
業
主
報
酬
の
概
念
 
 
 

事
業
主
報
酬
の
額
に
つ
い
て
、
措
置
法
上
の
定
義
は
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
選
択
者
が
、
事
業
所
得
等
を
生
ず
べ
き
事
業
か
ら
受
け
 
 
 

る
報
酬
の
額
と
し
て
、
「
み
な
し
法
人
課
税
の
選
択
届
出
書
」
に
記
載
し
て
税
務
署
長
に
届
出
た
額
と
さ
れ
て
い
る
（
措
置
法
第
二
十
五
 
 
 

条
の
二
第
二
項
第
一
号
）
。
こ
の
は
か
、
税
額
の
算
出
上
、
事
業
主
報
酬
の
額
を
給
与
所
得
の
収
入
金
額
と
み
な
し
、
他
の
所
得
と
合
算
 
 
 

す
る
こ
と
（
措
置
法
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
）
、
及
び
、
過
大
報
酬
に
つ
い
て
の
計
算
特
例
（
措
置
法
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
）
が
 
 
 

規
定
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
 
 

七
一
 
 
 



七
二
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
事
業
主
報
酬
の
額
は
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
選
択
者
が
稼
得
し
た
事
業
所
得
等
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
 
 

（
注
6
2
）
 
 

必
要
経
費
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
性
格
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
法
文
上
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
事
業
主
報
酬
制
度
の
創
設
の
経
過
を
見
る
と
、
次
の
三
つ
の
点
が
国
会
あ
る
い
は
税
制
調
査
会
の
審
議
過
程
で
問
題
と
な
 
 

っ
て
い
る
。
 
 
 

①
は
、
事
業
所
得
等
に
は
、
事
業
主
の
勤
労
部
分
（
経
営
的
手
腕
を
含
む
、
以
下
同
）
と
、
資
産
運
用
部
分
が
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
 
 

果
し
て
こ
れ
ら
が
分
離
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
 
 
 

青
色
申
告
会
側
の
主
張
は
、
法
人
組
織
を
持
っ
て
い
る
企
業
で
ほ
、
現
実
に
役
員
報
酬
と
い
う
形
で
企
業
の
稼
得
し
た
所
得
（
法
人
所
 
 

得
）
か
ら
の
分
離
が
行
な
わ
れ
、
給
与
所
得
控
除
が
適
用
さ
れ
、
事
業
税
の
課
税
標
準
か
ら
も
控
除
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
個
人
企
業
 
 

で
は
、
事
業
所
得
等
と
し
て
一
体
課
税
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ア
ソ
バ
ラ
ン
ス
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
∨
勤
労
部
分
の
分
離
を
認
め
る
べ
き
で
 
 

（
注
6
3
）
 
 

あ
る
と
す
る
も
の
で
、
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
額
の
算
定
の
際
、
個
人
企
業
経
営
者
の
逸
失
利
益
算
定
の
基
礎
は
、
企
業
収
益
中
に
 
 

占
め
る
経
営
者
の
個
人
的
労
務
の
割
合
を
基
準
と
し
て
算
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
「
労
務
価
額
説
」
が
通
説
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
 
 

（
注
6
4
）
 
 

援
周
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
立
法
当
局
の
見
解
は
、
事
業
所
得
等
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
発
生
し
た
勤
労
部
分
と
資
産
運
用
部
分
の
合
計
と
観
念
さ
 
 

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
勤
労
と
資
産
と
が
混
然
一
体
と
な
っ
て
生
じ
た
所
得
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
区
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
 
 

（
注
6
5
）
 
 

い
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

交
通
事
故
に
よ
る
逸
失
利
益
算
定
に
関
し
て
は
、
特
に
公
式
見
解
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
と
、
個
人
 
 

（
注
6
6
）
 
 

企
業
の
経
営
者
が
死
亡
し
た
場
合
の
逸
失
利
益
算
定
の
方
法
と
し
て
は
、
全
額
説
と
比
較
す
る
と
労
務
価
額
説
の
方
が
説
得
的
で
あ
る
 
 
 



（
注
6
7
）
 
 

が
、
具
体
的
な
適
用
の
段
階
で
は
、
青
色
申
告
会
が
援
用
し
て
い
る
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
も
、
経
営
者
の
死
亡
前
と
死
亡
後
の
 
 

所
得
差
額
を
以
て
経
営
者
の
個
人
的
労
務
部
分
と
す
る
な
ど
、
極
め
て
大
ざ
っ
ば
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
存
命
中
の
経
営
者
に
対
す
る
 
 

基
準
と
し
て
は
次
元
が
異
な
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
勤
労
部
分
を
定
量
的
に
抽
出
す
る
客
観
的
基
準
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
 
 

考
え
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
事
業
所
得
等
に
は
経
営
者
の
勤
労
部
分
と
資
産
運
用
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
定
性
的
分
析
に
つ
い
て
は
争
い
ほ
 
 

見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
割
合
に
つ
い
て
の
定
量
的
分
析
は
至
難
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
特
殊
な
例
外
は
、
大
工
等
の
い
わ
ゆ
る
一
人
 
 

（
注
6
8
）
 
 

親
方
の
受
け
る
報
酬
に
つ
い
て
、
課
税
上
の
便
宜
の
た
め
執
行
通
達
に
ょ
り
判
定
基
準
を
設
け
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
②
と
し
て
、
同
一
人
格
者
が
、
自
分
自
身
に
対
し
て
報
酬
を
支
払
う
こ
と
は
ど
う
か
、
と
い
う
点
、
す
な
わ
ち
、
法
人
組
織
で
 
 

あ
れ
ば
、
た
と
え
一
人
会
社
に
し
て
も
、
私
法
上
独
立
し
た
法
人
格
を
有
す
る
も
の
が
、
役
員
た
る
個
人
に
支
払
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
 
 

報
酬
支
払
と
い
う
形
態
も
納
得
で
き
る
が
、
も
と
も
と
自
然
人
た
る
個
人
事
業
主
の
場
合
に
お
い
て
、
自
身
が
稼
得
し
た
所
得
の
う
ち
か
 
 

ら
、
自
身
に
対
し
て
報
酬
を
支
払
う
と
い
う
観
念
が
成
り
立
ち
得
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
 
 
 

青
色
申
告
会
側
の
主
張
ほ
、
元
来
、
青
色
申
告
制
度
は
、
「
店
」
と
「
奥
」
と
の
分
離
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
育
っ
て
 
 

来
た
も
の
で
あ
り
、
事
業
主
報
酬
の
支
払
は
、
正
に
そ
の
精
神
の
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
何
ら
不
自
然
な
と
こ
ろ
は
な
い
、
と
す
る
も
 
 

（
注
6
9
）
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
立
法
当
局
の
見
解
は
、
本
来
、
個
人
企
業
の
事
業
所
得
等
は
事
業
主
白
身
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
に
対
し
 
 

（
注
7
0
）
 
 

て
報
酬
を
支
払
う
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
自
体
、
意
味
を
な
さ
な
い
し
、
適
当
で
な
い
と
し
て
い
た
 

最
後
に
、
③
と
し
て
、
こ
れ
は
、
①
、
②
の
結
果
の
問
題
で
あ
る
が
、
事
業
主
報
酬
を
給
与
所
得
と
見
る
場
合
に
、
給
与
所
得
控
除
の
 
 

七
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四
 
 
 

適
用
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
 
 
 

青
色
申
告
会
側
の
主
張
は
、
法
人
組
織
の
場
合
の
役
員
報
酬
と
の
権
衡
、
及
び
、
第
一
次
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
お
け
る
勤
労
控
除
に
対
す
 
 

（
注
7
2
）
 
 

（
注
7
1
）
 
 

る
考
え
方
を
論
拠
に
、
全
面
的
に
給
与
所
得
控
除
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
立
法
当
局
の
見
解
は
、
給
与
所
得
控
除
は
給
与
所
得
者
の
必
要
経
費
を
尉
酌
す
る
こ
と
を
主
た
る
理
由
と
す
る
も
の
 
 

で
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
批
判
し
た
当
時
の
勤
労
控
除
と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
事
業
所
得
者
に
給
与
所
得
控
除
を
適
用
 
 

（
注
7
3
）
 
す
れ
ば
、
〝
二
重
″
に
経
費
が
控
除
さ
れ
る
懸
念
及
び
給
与
所
得
者
と
の
バ
ラ
ソ
ス
の
問
題
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
論
議
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
は
、
事
業
所
得
等
の
中
に
は
、
事
業
主
自
身
の
勤
労
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
 
 

は
、
見
解
は
一
致
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
定
量
的
に
抽
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
、
同
一
人
格
内
で
の
支
払
と
い
う
 
 

観
念
及
び
給
与
所
得
控
除
の
適
用
に
問
題
が
あ
る
こ
と
等
の
点
で
見
解
が
対
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
措
置
法
に
よ
り
立
法
化
さ
れ
た
「
み
な
し
法
人
制
度
」
で
は
、
前
記
②
の
、
同
一
人
格
内
で
の
支
払
の
問
題
は
、
「
み
な
し
法
 
 

人
」
と
い
う
擬
制
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
問
題
を
解
決
な
い
し
回
避
し
、
③
の
給
与
所
得
控
除
の
適
用
叱
っ
い
て
は
、
当
初
、
税
制
調
 
 

査
会
の
小
規
模
企
業
課
税
特
別
部
会
の
試
案
に
お
い
て
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
の
t
亮
の
一
と
さ
れ
て
い
た
の
を
、
臨
時
特
例
に
よ
る
租
税
特
 
 

（
注
7
4
）
 
 

別
措
置
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
と
し
、
最
も
問
題
の
多
い
①
の
事
業
所
得
等
の
分
解
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
 
 

報
酬
の
性
格
を
明
示
す
る
こ
と
な
く
、
事
業
主
の
届
出
方
式
に
よ
り
、
そ
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
こ
と
と
し
、
事
業
の
規
模
等
か
ら
見
て
 
 

著
し
く
不
相
当
な
場
合
に
、
過
大
報
酬
額
否
認
の
規
定
を
置
く
に
と
ど
め
た
。
 
 
 

以
上
の
経
過
か
ら
判
断
す
る
と
、
 
 

①
 
事
業
所
得
等
の
中
に
は
定
性
的
に
事
業
主
の
勤
労
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
 
 
 



②
 
事
業
主
報
酬
制
度
そ
の
も
の
が
、
事
業
所
得
等
の
う
ち
、
勤
労
部
分
の
抽
出
の
法
制
化
を
求
め
る
要
望
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
 
 
 

③
 
立
法
上
、
給
与
所
得
に
擬
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
 
 
 

等
か
ら
見
て
、
事
業
主
報
酬
の
額
の
中
の
相
当
部
分
は
事
業
主
の
稼
得
す
る
所
得
の
中
の
勤
労
部
分
で
あ
る
と
推
定
で
き
よ
う
。
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
 
 
 

①
 
業
態
及
び
事
業
規
模
に
よ
り
、
勤
労
部
分
の
割
合
は
各
種
各
様
で
あ
り
、
判
例
等
を
見
て
も
、
客
観
的
に
明
確
な
基
準
は
見
ら
れ
な
 
 

い
こ
と
 
 
 

②
 
「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
制
度
上
、
事
業
主
報
酬
の
額
の
決
め
方
如
何
に
よ
り
税
額
が
増
減
す
る
要
素
が
あ
り
、
事
業
主
が
自
主
的
 
 

に
事
業
主
報
酬
の
額
を
決
め
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
減
税
効
果
を
考
慮
に
入
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
 
 
 

等
か
ら
見
て
、
現
実
に
届
出
ら
れ
た
事
業
主
報
酬
の
額
イ
コ
ー
ル
事
業
所
得
等
の
中
の
勤
労
部
分
と
見
る
保
証
ほ
な
く
、
な
お
割
り
切
れ
 
 
 

な
い
要
素
が
残
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
 
 

日
 
給
与
所
得
の
概
念
と
の
関
係
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
で
は
、
選
択
者
の
事
業
所
得
等
は
所
得
税
の
計
算
上
な
い
も
の
と
し
、
こ
の
う
ち
、
事
業
主
報
酬
の
額
は
給
与
 
 
 

所
得
の
、
残
余
は
配
当
所
得
の
収
入
金
額
と
み
な
し
て
、
総
合
課
税
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
所
得
税
法
上
の
既
存
の
給
与
所
得
又
 
 
 

は
配
当
所
得
の
概
念
と
の
関
係
を
検
討
し
て
み
た
い
。
 
 
 

ま
ず
、
給
与
所
得
で
あ
る
が
、
所
得
税
法
に
は
、
「
俸
給
、
給
料
、
賃
金
、
歳
費
、
年
金
（
過
去
の
勤
務
に
基
づ
き
使
用
者
で
あ
っ
た
 
 
 

者
か
ら
支
給
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
恩
給
（
一
時
恩
給
を
除
く
。
）
及
び
賞
与
並
び
に
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
に
係
る
所
得
を
 
 
 

い
う
。
」
（
所
得
税
法
第
l
一
入
条
第
一
項
）
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
は
か
、
各
笹
年
金
に
つ
い
て
給
与
と
み
な
す
規
定
が
あ
る
（
所
得
 
 

七
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税
法
第
二
九
条
）
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
収
入
が
稼
得
さ
れ
る
基
盤
は
、
雇
傭
関
係
又
は
こ
れ
に
頬
す
る
原
因
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
 
 

考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

給
与
所
得
を
め
ぐ
る
所
得
区
分
上
の
問
題
と
し
て
は
、
特
に
、
医
師
、
楽
士
等
人
的
役
務
の
撞
供
紅
よ
る
所
得
比
つ
い
て
、
事
業
所
得
 
 

と
の
区
分
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
注
目
す
べ
き
判
例
が
あ
る
。
例
え
ば
、
楽
団
員
た
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
が
楽
団
か
ら
受
け
る
 
、
 
 

金
員
が
、
給
与
所
得
紅
該
当
す
る
と
さ
れ
た
事
例
の
判
決
要
旨
で
は
、
 
 
 

「
給
与
所
得
は
、
雇
傭
又
は
こ
れ
に
類
す
る
原
因
に
基
づ
き
非
独
立
的
に
捷
供
さ
れ
る
労
務
の
対
価
と
し
て
受
け
る
報
酬
及
び
実
質
的
 
 

に
こ
れ
に
準
ず
べ
き
給
付
を
意
味
し
、
報
酬
と
対
価
関
係
に
立
つ
労
務
の
提
供
が
、
自
己
の
危
険
と
計
算
と
に
ょ
ら
ず
、
他
人
の
指
揮
命
 
 

令
に
服
し
て
な
さ
れ
る
点
に
、
事
業
所
待
と
の
本
質
的
な
差
異
が
あ
る
。
従
っ
て
、
提
供
さ
れ
る
労
務
の
内
容
自
体
が
事
業
経
営
者
の
そ
 
 

れ
と
異
な
ら
ず
、
（
中
略
）
労
務
内
容
に
つ
き
本
人
に
あ
る
程
度
自
主
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
労
務
が
雇
傭
契
約
等
 
 

に
基
づ
き
他
人
の
指
揮
命
令
の
下
に
提
供
さ
れ
、
そ
の
対
価
と
し
て
得
ら
れ
た
報
酬
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
給
与
 
 

（
注
7
5
）
 
 

所
得
に
該
当
す
る
。
」
 
 

と
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
、
所
得
税
法
上
の
給
与
所
得
と
す
る
指
標
は
、
そ
の
地
位
が
従
属
的
、
非
独
立
的
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
勤
 
 

労
が
自
己
の
危
険
と
計
算
に
基
づ
か
な
い
こ
と
の
、
二
点
紅
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
事
業
所
得
 
 

者
の
所
得
の
一
部
を
給
与
所
得
と
み
な
す
こ
と
は
、
所
得
税
法
体
系
の
中
に
お
い
て
は
相
い
れ
な
い
要
素
を
有
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
 
 

う
。
本
来
、
性
格
が
類
似
し
て
い
な
い
も
の
を
〝
み
な
す
″
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
か
な
り
無
理
な
擬
制
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
、
所
得
税
の
全
納
税
者
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
る
と
推
定
さ
れ
る
約
二
八
〇
〇
万
人
の
給
与
所
得
者
 
 
 



の
中
に
は
、
国
会
議
員
、
大
学
教
授
、
大
法
人
の
社
長
か
ら
店
員
等
ま
で
極
め
て
広
範
な
聴
種
が
含
ま
れ
て
お
り
、
前
記
、
給
与
所
得
の
 
 
 

定
義
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
全
く
適
合
し
て
い
る
と
考
え
る
に
は
た
め
ら
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
あ
た
か
も
、
 
 
 

世
界
の
ビ
ッ
グ
首
社
に
名
を
連
ね
る
マ
ソ
モ
ス
法
人
も
、
一
人
会
社
も
、
同
じ
法
人
税
法
の
適
用
を
受
け
て
お
り
、
こ
れ
が
法
人
税
の
性
 
 
 

格
と
か
転
嫁
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
議
を
紛
糾
さ
せ
る
大
き
な
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
浮
ば
せ
る
。
 
 

こ
こ
に
お
い
て
、
同
じ
給
与
所
得
者
の
名
の
下
に
、
広
範
に
性
格
の
異
な
る
層
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
の
是
非
、
特
に
、
「
み
な
し
法
 
 
 

人
制
度
」
に
即
し
て
言
え
ば
、
み
な
し
給
与
所
得
の
問
題
と
合
せ
て
、
法
人
の
支
配
的
地
位
に
あ
る
役
員
の
給
与
所
得
に
つ
い
て
の
検
討
 
 
 

が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
は
結
局
、
担
税
力
の
評
価
の
問
題
と
深
く
関
連
す
る
の
で
、
次
に
項
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。
 
 

臼
 
担
税
力
の
評
価
の
問
題
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
は
、
み
な
し
法
人
と
い
う
擬
制
を
採
る
こ
と
に
よ
り
、
同
一
人
格
内
で
の
事
業
主
報
酬
支
払
へ
の
道
を
開
い
た
 
 
 

が
、
そ
の
事
業
主
報
酬
の
額
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
よ
う
に
、
な
お
、
不
明
確
な
要
素
が
あ
り
、
し
か
も
、
こ
れ
が
全
額
、
給
与
 
 
 

所
得
の
収
入
金
額
と
み
な
さ
れ
て
給
与
所
得
控
除
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
特
に
給
与
所
得
者
と
の
闇
に
お
い
て
、
負
担
の
権
衡
の
 
 
 

問
題
に
新
た
な
石
を
投
じ
た
。
 
 
 

所
得
税
法
で
は
、
所
得
を
、
利
子
、
配
当
、
不
動
産
、
事
業
、
給
与
、
退
職
、
山
林
、
譲
渡
、
一
時
及
び
雑
の
十
種
に
区
分
し
、
必
要
 
 
 

に
よ
り
、
控
除
、
適
用
税
率
等
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
所
得
の
発
生
源
泉
が
資
産
所
得
か
勤
労
所
得
か
、
ま
た
、
発
生
態
様
 
 
 

が
継
続
的
か
臨
時
的
か
等
の
事
情
に
応
じ
た
計
算
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
担
税
力
に
応
じ
た
課
税
の
公
平
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
所
 
 
 

得
税
法
の
基
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
で
は
、
事
業
所
得
等
を
分
解
し
、
こ
の
う
ち
事
業
主
報
酬
の
額
は
み
な
し
給
与
所
得
と
し
、
残
余
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の
み
な
し
法
人
所
得
は
配
当
所
得
と
み
な
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
法
人
擁
制
説
的
立
場
に
立
っ
て
、
み
な
し
法
人
所
 
 

得
に
対
し
て
法
人
税
相
当
分
の
税
率
を
課
し
た
上
で
、
総
合
課
税
の
対
象
と
し
、
配
当
控
除
の
適
用
を
し
て
い
る
の
で
、
理
論
的
に
は
特
 
 

に
大
き
な
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

問
題
は
給
与
所
得
と
み
な
さ
れ
る
事
業
主
報
酬
の
額
の
取
扱
い
で
あ
る
。
従
来
、
事
業
所
得
等
と
給
与
所
得
と
は
、
所
得
税
法
上
は
あ
 
 

く
ま
で
も
別
種
の
所
得
と
し
て
厳
然
と
区
分
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
で
は
、
事
実
上
事
業
所
得
等
の
大
部
分
 
 

が
給
与
所
得
に
転
化
し
、
全
面
的
に
給
与
所
得
控
除
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
そ
の
給
与
所
得
控
除
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
は
じ
め
、
数
次
の
税
制
調
査
会
、
近
く
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
税
金
 
 

訴
訟
の
第
一
審
判
決
（
前
注
5
5
参
照
）
に
お
い
て
も
、
種
々
論
議
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

昭
和
二
四
年
の
第
一
次
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
当
時
、
そ
れ
は
勤
労
控
除
の
名
称
の
下
に
、
給
与
所
得
者
を
対
象
と
し
て
適
用
さ
れ
、
控
除
率
 
 

は
二
五
パ
ー
セ
ソ
ト
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
ほ
、
こ
の
控
除
の
根
拠
の
う
ち
、
①
 
給
与
所
得
者
と
そ
の
他
の
所
得
者
の
把
握
の
 
 

差
の
要
素
は
、
立
法
上
考
慮
す
べ
き
で
な
い
と
し
、
②
 
勤
労
に
対
す
る
税
制
上
の
配
慮
は
、
給
与
所
得
者
に
限
ら
ず
農
業
所
得
者
や
中
 
 

小
商
工
業
所
得
者
に
も
同
じ
く
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
勤
労
控
除
を
、
勤
労
所
得
軽
課
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
給
与
所
得
者
の
 
 

（
注
7
7
）
 
 

勤
務
に
伴
う
経
費
の
概
算
控
除
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
控
除
の
割
合
は
大
幅
に
減
少
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
、
②
の
前
 
 

段
が
、
事
業
所
得
者
に
対
し
て
何
ら
か
の
勤
労
控
除
を
認
め
よ
と
す
る
主
張
の
一
つ
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
は
、
二
五
パ
ー
セ
ソ
ト
の
控
除
率
を
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
下
げ
る
こ
と
を
勧
告
し
た
が
、
結
局
、
昭
和
二
五
年
度
 
 

の
税
制
改
正
で
は
、
こ
の
名
称
を
給
与
所
得
控
除
と
し
、
控
除
率
を
一
五
パ
ー
セ
ン
ナ
、
最
高
限
度
額
を
三
万
円
と
し
て
施
行
、
以
後
、
 
 

次
第
に
引
上
げ
ら
れ
て
」
昭
和
四
九
年
度
の
税
制
改
正
で
は
、
控
除
率
一
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
な
い
し
四
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
、
最
低
五
〇
万
円
ま
 
 
 



で
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
最
高
限
度
額
は
撤
廃
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
給
与
所
得
控
除
の
性
格
に
つ
い
て
の
、
税
制
調
査
会
に
お
け
る
代
表
的
な
見
解
は
、
①
 
勤
務
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費
の
概
算
 
 

的
控
除
、
②
 
給
与
所
得
は
本
人
の
死
亡
等
の
場
合
に
は
直
ち
に
と
だ
え
る
が
、
一
方
、
資
産
所
得
及
び
事
業
所
得
は
、
資
産
所
有
者
又
 
 

は
企
業
主
が
死
亡
し
て
も
、
遺
族
等
が
引
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
所
得
に
比
べ
て
給
与
所
得
が
特
に
担
税
 
 

力
に
乏
し
い
こ
と
に
よ
る
調
整
、
③
 
給
与
所
得
は
、
他
の
所
得
に
比
べ
て
相
対
的
に
よ
り
正
確
に
把
握
さ
れ
や
す
い
か
ら
、
こ
れ
を
相
 
 

殺
す
る
た
め
の
調
整
、
④
 
所
得
税
の
源
泉
徴
収
が
行
な
わ
れ
る
結
果
、
申
告
納
税
の
場
合
に
比
べ
て
平
均
約
五
カ
月
程
度
早
期
に
納
税
 
 

す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
そ
の
間
の
金
利
の
調
整
、
以
上
の
四
点
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
一
つ
だ
け
で
現
行
の
給
与
所
得
控
除
制
度
を
完
 
 

全
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
の
根
拠
を
持
ち
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
現
行
給
与
所
得
控
除
の
趣
旨
と
す
 
 

（
注
開
）
 
 

る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

前
記
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
税
金
訴
訟
の
第
一
審
判
決
（
前
注
5
5
参
照
）
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
引
用
し
、
給
与
所
得
控
除
制
度
の
趣
旨
 
 

は
、
①
 
必
要
経
費
の
概
算
控
除
、
②
 
担
税
力
の
調
整
、
⑨
 
補
捉
率
の
格
差
の
調
整
、
④
 
金
利
調
整
の
四
つ
の
内
容
を
含
み
、
こ
 
 

れ
ら
が
総
合
さ
れ
て
そ
の
趣
旨
を
な
し
て
い
る
と
判
示
し
た
上
で
、
更
に
、
こ
れ
ら
四
要
素
の
、
定
量
的
分
析
は
必
ず
し
も
明
確
に
画
定
さ
 
 

れ
て
い
な
い
が
、
②
、
③
、
④
の
要
素
に
つ
い
て
は
、
重
要
視
す
る
に
相
当
で
な
い
、
あ
る
い
ほ
、
僅
少
な
額
に
と
ど
ま
る
と
認
め
ら
れ
 
 

る
理
由
が
あ
る
の
で
、
結
局
、
①
の
、
勤
務
に
伴
う
経
費
の
概
算
控
除
分
が
、
そ
の
主
要
な
地
位
な
い
し
部
分
を
占
め
て
い
る
と
認
め
る
 
 

（
注
7
9
）
 
 

の
が
相
当
で
あ
る
、
と
判
示
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
れ
を
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
選
択
者
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
④
の
金
利
調
整
分
に
つ
い
て
は
、
み
な
し
給
与
所
得
が
源
泉
徴
収
 
 

の
適
用
を
受
け
る
の
で
、
理
由
が
あ
り
、
⑨
の
補
捉
率
の
格
差
の
調
整
に
つ
い
て
ほ
、
本
来
、
行
政
サ
イ
ド
の
問
題
を
立
法
面
に
反
映
さ
 
 

七
九
 
 
 



八
〇
 
 
 

せ
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
が
、
一
般
に
青
色
申
告
者
が
白
色
申
告
者
に
比
し
て
、
そ
の
収
支
に
つ
い
て
正
確
な
記
帳
を
行
な
い
誠
実
な
 
 
 

申
告
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
全
く
否
定
す
る
理
由
も
乏
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
②
の
担
税
力
の
砺
さ
に
つ
い
て
は
、
正
に
本
来
の
給
与
所
得
者
独
自
の
控
除
理
由
で
あ
り
、
①
の
勤
務
に
伴
う
経
費
 
 
 

に
つ
い
て
は
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
選
択
者
の
場
合
は
、
ノ
既
に
事
業
所
得
等
の
計
算
に
お
い
て
す
べ
て
控
除
さ
れ
て
お
り
、
更
に
こ
こ
 
 

（
注
8
0
）
 
 
 

で
考
慮
す
る
と
き
は
二
重
控
除
と
な
る
か
ら
適
用
の
余
地
が
な
い
 

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
選
択
者
に
直
ち
に
給
与
所
得
控
除
を
全
面
的
に
適
用
す
る
理
由
は
、
所
得
税
法
体
系
か
 
 
 

ら
見
る
限
り
匿
お
い
て
は
、
根
拠
に
乏
し
い
と
考
え
る
。
 
 

囲
 
配
当
所
得
の
概
念
と
の
関
係
 
 
 

事
業
所
得
等
か
ら
事
業
主
報
酬
の
額
を
控
除
し
た
残
余
は
、
み
な
し
法
人
所
得
と
さ
れ
、
法
人
税
（
配
当
軽
課
）
相
当
税
率
が
課
せ
ら
 
 
 

れ
る
と
と
も
に
、
法
人
税
、
法
人
住
民
税
相
当
分
を
控
除
し
た
残
額
は
、
配
当
所
得
の
収
入
金
額
と
み
な
さ
れ
て
、
他
の
所
得
と
合
算
課
 
 
 

税
さ
れ
る
。
 
 
 

配
当
所
得
の
定
義
は
、
所
得
税
法
上
、
「
配
当
所
得
と
は
、
法
人
か
ら
受
け
る
利
益
の
配
当
、
剰
余
金
の
分
配
（
出
資
に
係
る
も
の
に
 
 
 

限
る
。
）
、
基
金
利
息
及
び
公
社
債
投
資
信
託
以
外
の
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
に
係
る
所
得
を
い
う
。
」
と
さ
れ
て
い
る
（
所
得
税
法
 
 
 

第
t
一
四
条
）
。
な
お
、
こ
の
「
利
益
の
配
当
、
剰
余
金
の
分
配
」
に
は
、
法
人
が
確
定
し
た
決
算
に
お
い
て
、
利
益
又
は
剰
余
金
の
処
分
 
 
 

に
よ
り
、
株
主
に
対
し
そ
の
株
主
で
あ
る
地
位
に
基
づ
い
て
供
与
し
た
経
済
的
利
益
が
含
ま
れ
る
、
主
解
さ
れ
て
い
る
（
所
得
税
基
本
通
 
 
 

達
二
四
－
こ
。
こ
の
は
か
、
株
式
の
消
却
等
の
場
合
に
、
み
な
し
配
当
所
得
の
規
定
が
あ
る
（
所
得
税
法
第
二
五
条
）
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
ナ
▼
同
族
法
人
の
よ
う
に
、
・
資
本
と
経
営
が
分
離
し
て
い
な
い
場
合
の
法
人
の
利
益
処
分
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
株
主
た
 
 
 



る
地
位
に
基
づ
い
て
利
益
処
分
さ
れ
た
も
の
は
配
当
と
さ
れ
、
し
か
ら
ざ
る
も
の
は
役
員
賞
与
（
給
与
）
と
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
 
 

が
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
選
択
者
の
よ
う
に
、
（
こ
れ
ほ
同
族
法
人
の
う
ち
一
人
会
社
に
つ
い
て
も
ー
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
）
基
準
と
な
 
 

る
株
式
等
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
利
益
処
分
（
個
人
の
場
合
は
所
得
へ
の
帰
属
）
が
、
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
結
 
 

局
、
．
処
分
決
定
者
の
意
思
の
問
題
で
あ
り
、
外
形
基
準
は
求
め
難
い
。
 
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
選
択
者
の
場
合
に
、
事
業
所
得
等
か
ら
事
業
主
報
酬
の
額
を
控
除
し
た
残
余
を
配
当
所
得
の
収
入
金
額
と
み
な
 
 

し
た
こ
と
は
、
ま
ず
、
事
業
所
得
等
の
中
の
勤
労
部
分
と
想
定
さ
れ
る
事
業
主
報
酬
の
額
を
、
事
業
主
の
意
思
に
▼
よ
り
届
出
さ
せ
る
こ
と
 
 

に
よ
っ
て
、
そ
の
残
余
は
、
事
業
所
得
等
の
中
の
も
う
一
つ
の
要
素
で
あ
る
、
資
産
運
用
部
分
と
推
定
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
行
の
十
 
 

種
の
所
得
区
分
中
、
事
業
所
得
及
び
不
動
産
所
得
は
な
い
も
の
と
さ
れ
る
の
で
、
他
の
所
得
区
分
か
ら
求
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
配
当
所
得
 
 

に
擬
制
す
る
こ
と
が
、
性
格
的
に
見
て
最
も
抵
抗
が
少
い
と
考
え
ら
れ
る
し
、
法
人
企
業
と
の
バ
ラ
ソ
ス
の
面
か
ら
見
て
も
無
難
で
あ
 
 

る
。
 
 

（
注
8
1
）
 
 
 

な
聖
文
払
の
事
実
が
な
い
に
も
か
か
ゎ
ら
ず
、
配
当
所
得
と
み
な
す
こ
と
は
、
課
税
適
状
等
の
点
で
無
理
が
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
 
 

る
が
1
み
な
し
法
人
と
い
う
擬
制
を
採
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
．
本
来
、
私
法
上
自
然
人
で
あ
る
事
業
主
の
所
得
を
、
い
か
な
る
形
態
の
所
 
 

得
と
し
て
帰
属
さ
せ
る
か
の
問
題
に
す
ぎ
ず
、
人
格
を
異
に
す
る
者
の
間
に
お
け
る
、
支
払
の
事
実
の
不
存
在
の
問
題
と
は
次
元
が
異
な
 
 

る
と
考
え
る
。
も
と
も
と
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
自
体
が
、
一
こ
の
み
な
す
配
当
所
得
に
し
て
も
」
事
業
主
報
酬
の
額
に
し
て
も
、
厳
密
 
 

な
意
味
で
の
支
払
の
事
実
を
度
外
視
し
た
と
こ
ろ
で
存
立
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 



五
 
税
負
担
の
均
衡
へ
の
試
み
 
 
 

税
紅
お
い
て
、
負
担
の
公
平
の
原
則
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
論
ず
る
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
応
能
負
担
を
 
 

存
立
基
盤
と
す
る
所
得
税
に
お
い
て
、
所
得
を
そ
の
発
生
の
源
泉
及
び
性
格
に
ょ
り
区
分
し
、
計
算
方
法
に
差
異
を
設
け
、
諸
控
除
を
設
け
 
 

て
い
る
こ
と
も
、
担
税
力
に
応
じ
た
税
負
担
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
戦
後
の
税
制
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
税
負
担
の
均
衡
問
題
の
震
源
地
が
幾
つ
か
数
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
に
関
係
す
る
も
の
 
 

と
し
て
は
、
①
 
同
じ
事
業
経
営
者
で
あ
り
な
が
ら
、
法
人
形
態
と
個
人
形
態
の
差
に
よ
る
税
負
担
の
差
異
の
問
題
と
、
②
事
業
所
得
者
と
 
 

給
与
所
得
者
の
税
負
担
感
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
①
の
問
題
に
つ
い
て
の
調
整
策
を
概
観
し
、
次
に
、
②
の
問
題
も
含
め
 
 

て
、
所
得
税
法
体
系
全
体
の
中
で
の
税
負
担
の
均
衡
へ
の
試
み
に
触
れ
て
み
た
い
。
 
 
 

ま
ず
、
法
人
企
業
と
個
人
企
業
の
税
負
担
の
差
の
調
整
策
で
あ
る
が
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
（
一
〇
五
～
一
〇
大
貫
）
、
臨
時
税
制
調
査
 
 

会
の
「
三
一
年
答
申
」
に
お
い
て
、
①
 
同
族
会
社
に
対
す
る
組
合
課
税
方
式
、
②
 
法
人
企
業
を
個
人
企
業
的
に
課
税
す
る
案
、
⑧
 
個
 
 

人
企
業
を
法
人
企
業
的
に
課
税
す
る
実
 
の
三
案
が
検
討
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
難
点
が
多
い
と
し
て
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
蔵
 
 

近
考
え
ら
れ
て
き
た
若
干
の
調
整
策
ぬ
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
 
 

1
 
中
小
企
業
税
法
奏
 
 
 

法
人
企
業
と
個
人
企
業
の
税
負
担
の
差
の
調
整
策
の
一
つ
に
、
中
小
企
業
税
法
創
設
案
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
経
済
的
に
存
立
基
盤
や
活
動
 
 

状
況
を
同
じ
く
す
る
小
規
模
事
業
経
営
者
を
対
象
と
し
て
、
私
法
上
の
法
人
・
個
人
の
区
分
に
関
係
な
く
同
一
の
税
法
を
適
用
し
よ
う
と
す
 
 
 



る
考
え
方
で
あ
る
。
 
 
 

確
か
に
、
マ
ソ
モ
ス
法
人
か
ら
零
細
法
人
ま
で
、
一
率
に
同
一
の
法
人
税
法
を
以
て
樺
す
る
こ
と
に
は
、
い
ろ
い
ろ
と
無
理
が
あ
ろ
う
。
 
 

現
に
、
一
l
〓
万
件
の
普
通
法
人
の
う
ち
、
資
本
金
五
〇
〇
万
円
未
満
が
九
四
万
件
、
l
J
0
0
万
円
未
満
は
六
二
万
件
で
あ
り
、
こ
の
九
〇
 
 

（
注
8
3
）
 
 

（
注
8
2
）
 
 

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
同
族
法
人
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
、
個
人
の
事
業
所
得
者
三
八
六
万
人
を
合
せ
て
、
一
種
の
、
事
業
所
得
税
法
と
い
 
 

っ
た
形
の
税
法
の
傘
下
に
含
め
る
考
え
方
も
生
ま
れ
て
来
よ
う
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
法
人
・
自
然
人
と
い
う
私
法
上
の
区
分
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
経
済
取
引
行
為
、
計
算
を
整
理
し
て
、
同
l
税
 
 

法
の
規
定
の
枠
の
中
に
組
込
む
こ
と
が
技
術
的
に
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
本
来
の
法
人
税
法
の
適
用
を
受
け
る
者
と
、
こ
 
 

の
中
小
企
業
税
法
の
適
用
を
受
け
る
者
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ソ
を
い
か
に
引
く
か
、
更
に
、
企
業
は
拡
大
成
長
す
ろ
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
 
 

中
小
企
業
税
法
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
が
法
人
税
法
に
移
る
際
、
滑
ら
か
に
移
行
し
得
る
か
ど
う
か
等
の
点
を
考
え
る
と
、
実
定
法
と
し
 
 

て
は
各
種
の
擬
制
を
設
け
る
な
ど
極
め
て
複
雑
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
こ
の
実
は
、
着
想
と
し
 
 

て
は
十
分
理
解
で
き
る
が
、
実
現
は
困
難
と
思
わ
れ
る
。
 
 

2
 
法
人
税
累
進
課
税
論
 
 
 

法
人
の
方
が
税
負
担
が
低
い
か
ら
不
自
然
な
法
人
成
が
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
法
人
税
を
累
進
課
税
に
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
意
見
が
あ
 
 

（
注
鋸
）
 
 

る
。
ま
た
、
近
時
、
法
人
重
課
論
者
か
ら
も
、
こ
う
し
た
意
見
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
法
人
・
個
人
間
の
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
 
 

（
江
8
5
）
 
 

大
法
人
と
中
小
法
人
の
負
担
の
権
衡
の
問
題
で
も
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
累
進
課
税
論
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
の
性
格
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
転
嫁
の
問
題
に
つ
い
て
も
意
見
が
分
 
 

（
注
8
6
）
 
 

れ
て
い
る
現
在
、
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
技
術
的
に
も
、
投
下
資
本
に
対
す
る
法
人
所
得
の
割
合
を
ど
う
考
え
る
か
、
ま
た
、
企
 
 

八
三
 
 
 



八
四
 
 
 

業
分
割
に
よ
る
回
避
に
ど
う
対
処
す
る
か
等
、
種
々
の
問
題
が
あ
る
。
 
 

3
 
み
な
L
法
人
課
税
選
択
制
度
の
再
検
討
 
 

法
人
・
個
人
間
の
税
負
担
の
調
整
策
と
し
て
、
以
上
の
t
衰
は
何
れ
も
難
点
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
が
 
 

比
戟
的
に
難
点
が
少
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
に
は
、
事
業
主
報
酬
の
額
の
決
め
方
い
か
ん
に
よ
っ
て
 
 

は
、
逆
に
税
負
担
が
増
す
場
合
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
所
得
金
額
の
見
込
み
の
立
て
難
い
業
種
に
あ
っ
て
ほ
、
そ
の
選
択
に
消
 
 

極
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
ま
た
、
青
色
申
告
を
要
件
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
記
帳
能
力
の
乏
し
い
層
に
つ
い
 
 

て
は
適
用
の
道
が
険
し
い
こ
と
等
の
ネ
ッ
ク
が
あ
る
。
 
 
 

更
に
、
給
与
所
得
控
除
を
全
面
的
に
適
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
事
業
所
得
者
と
給
与
所
得
者
の
負
担
の
均
衡
の
問
題
に
、
新
た
な
火
種
 
 

を
投
げ
た
感
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
に
項
を
改
め
て
考
察
を
加
え
た
い
。
 
 

4
 
勤
労
所
得
軽
課
の
考
え
方
 
 
 

事
業
所
得
者
と
給
与
所
得
者
の
間
の
均
衡
の
問
題
は
、
立
法
上
と
い
う
よ
り
は
行
政
上
の
、
理
論
的
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
感
覚
的
要
素
 
 

の
強
い
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
∨
「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
創
設
に
よ
り
、
事
業
所
得
者
に
も
全
面
的
に
給
与
所
得
控
除
が
適
用
さ
れ
る
 
 

こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
理
論
的
に
も
厄
介
な
こ
と
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
 
 
 

所
得
の
性
質
に
よ
る
税
負
担
の
差
の
調
整
を
図
る
場
合
に
、
二
つ
の
面
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
所
得
の
発
生
態
様
か
ら
見
て
、
そ
れ
 
 

が
一
時
的
」
臨
時
的
な
も
の
か
、
継
続
的
、
回
帰
的
な
も
の
か
の
区
分
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
資
産
性
か
、
勤
労
性
か
の
区
分
で
あ
る
。
本
 
 

稿
に
直
接
関
係
あ
る
の
は
、
こ
の
う
ち
、
資
産
性
か
勤
労
健
か
の
区
分
の
問
題
で
あ
る
。
 
 
 

わ
が
国
の
所
得
税
制
史
上
、
資
産
所
得
重
課
な
い
し
勤
労
所
得
軽
課
の
思
潮
は
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
明
治
三
 
 
 



一
年
に
ほ
、
所
得
を
「
不
動
産
・
利
子
」
「
事
業
」
「
給
料
・
手
当
」
等
に
分
類
し
、
異
な
っ
た
税
率
を
適
用
し
ょ
う
と
す
る
案
、
ま
た
、
明
 
 

治
四
一
年
に
は
、
「
資
産
所
得
」
「
資
産
勤
労
共
働
所
得
」
「
勤
労
所
得
」
の
三
種
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
、
八
五
パ
 
 

（
注
8
7
）
 
 

－
セ
ソ
ト
、
七
〇
パ
ー
セ
ソ
ー
を
課
税
所
得
に
算
入
し
ょ
う
と
す
る
案
が
授
案
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
考
え
方
が
一
応
の
結
実
を
見
せ
た
の
は
、
昭
和
一
五
年
に
総
合
所
得
税
制
と
の
二
本
立
の
形
で
施
行
さ
れ
た
分
類
所
得
税
制
で
 
 

あ
り
、
そ
の
税
率
構
成
等
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

こ
の
う
ち
、
勤
労
所
得
に
つ
い
て
は
七
t
一
〇
円
、
山
林
所
得
は
五
〇
〇
円
、
退
職
所
得
ほ
1
1
万
円
の
基
礎
控
除
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
 
 
 

ま
た
、
こ
れ
ら
の
所
得
を
合
算
し
て
、
五
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
な
い
し
六
五
パ
ー
セ
ソ
ト
の
給
合
所
得
税
が
 
 

八
五
 
 
 

○
 
不
動
産
所
得
 
 

○
 
配
当
・
利
子
所
得
 
 

・
国
債
利
子
 
 

・
そ
の
他
 
 

○
 
事
業
所
得
 
 

・
営
業
（
商
工
業
）
 
 

・
庶
始
産
業
・
自
由
業
 
 

○
 
勤
労
所
得
 
 

○
 
山
林
所
得
 
 

○
 
退
職
所
得
 
 

八
・
五
パ
ー
セ
ソ
ト
 
 

七
・
五
パ
ー
セ
ソ
ト
 
 

六
パ
ー
セ
ソ
ト
 
 

五
、
七
・
五
パ
ー
セ
ソ
ト
の
二
段
階
 
 

六
な
い
し
四
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
 
 

九
パ
ー
セ
ソ
ト
 
 

ー
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
 
 

一
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
 
 



八
六
 
 

（
注
∬
）
 
 

課
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
際
、
勤
労
所
得
は
一
万
円
以
下
の
と
き
は
、
一
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
の
控
除
を
さ
れ
て
い
た
。
 
 
 

当
時
の
政
府
の
税
制
改
正
の
方
針
は
、
こ
の
趣
旨
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
分
類
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
「
各
種
所
 
 

得
間
の
負
担
均
衡
を
図
る
た
め
、
所
得
を
そ
の
性
質
に
よ
り
区
分
し
、
負
担
力
に
応
じ
税
率
に
差
等
を
設
け
課
税
す
る
こ
と
」
、
総
合
所
得
 
 

税
に
つ
い
て
は
、
「
各
種
の
所
得
を
総
合
し
、
所
得
金
額
中
一
定
金
額
を
超
ゆ
る
部
分
に
対
し
累
進
税
率
に
よ
り
課
税
す
る
こ
と
と
し
、
所
 
 

（
江
8
9
）
 
 

得
階
級
間
の
負
担
の
均
衡
を
図
る
こ
と
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
分
類
所
得
税
方
式
の
下
に
あ
っ
て
は
、
現
行
給
与
所
得
に
相
当
す
る
勤
労
所
得
は
、
最
も
担
税
力
が
低
い
も
の
と
し
て
 
 

最
低
税
率
に
ラ
ソ
ク
さ
れ
、
総
合
課
税
の
際
も
l
O
パ
ー
セ
ソ
ト
の
控
除
を
受
け
、
事
業
所
得
に
つ
い
て
も
資
産
所
得
に
比
戟
す
る
と
若
干
 
 

（
江
9
0
）
 
 

軽
課
さ
れ
、
特
に
勤
労
要
素
が
多
い
と
見
ら
れ
る
原
始
産
業
及
び
自
由
業
に
あ
っ
て
は
、
更
に
軽
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 
 

事
業
主
報
酬
制
度
論
の
主
た
る
論
拠
が
、
事
業
所
得
者
に
も
ー
種
の
勤
労
控
除
を
認
め
よ
と
す
る
に
あ
る
こ
と
を
考
え
合
せ
る
と
、
将
来
 
 

の
問
題
と
し
て
、
事
業
所
得
者
に
対
し
て
も
、
純
然
た
る
資
産
所
得
な
い
し
不
労
所
得
と
の
関
係
上
、
何
ら
か
の
調
整
を
図
る
べ
き
だ
と
す
 
 

る
考
え
方
の
下
に
、
検
討
を
加
え
る
価
値
が
あ
る
の
で
ほ
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
の
場
合
、
現
行
の
給
与
所
得
控
除
の
性
格
を
根
本
的
に
再
検
討
す
る
必
要
も
生
じ
て
来
よ
う
が
、
仮
に
、
こ
れ
に
勤
労
所
得
軽
課
の
要
 
 

素
を
加
味
す
る
と
す
れ
ば
、
①
 
非
独
立
的
、
従
属
的
給
与
所
得
者
、
②
 
自
由
職
業
に
よ
る
事
業
所
得
者
、
③
 
原
始
産
業
に
よ
る
事
業
 
 

所
得
者
、
④
 
商
工
業
の
事
業
所
得
者
な
ら
び
に
同
族
法
人
等
法
人
の
支
配
的
地
位
に
あ
る
役
員
（
給
与
所
得
者
）
等
の
グ
ル
ー
プ
別
に
、
 
 

異
な
っ
た
控
除
率
を
設
け
る
等
、
何
ら
か
の
段
差
を
設
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
か
か
る
質
的
区
分
に
よ
る
税
負
担
の
差
の
調
整
 
 

は
、
一
定
限
度
以
上
の
高
額
所
得
者
に
対
し
て
ま
で
は
、
配
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
 
 
 



お
 
わ
 
り
 
に
 
 

以
上
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
問
題
点
、
及
び
、
そ
れ
に
関
連
す
る
所
得
税
に
お
け
る
担
税
力
の
評
価
の
問
題
を
検
討
し
た
が
、
そ
の
 
 

内
容
は
必
ず
し
も
理
論
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
常
識
的
な
も
の
で
あ
る
。
国
民
の
権
利
義
務
に
深
く
関
与
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
 
 

税
制
が
理
論
的
に
精
緻
で
あ
る
必
要
性
は
論
を
倹
た
な
い
が
、
所
得
税
法
の
よ
う
に
、
極
め
て
多
数
の
国
民
に
直
接
か
か
わ
り
合
う
税
法
分
 
 

野
に
お
い
て
は
、
同
時
に
そ
れ
が
平
明
で
あ
り
、
税
負
担
の
公
平
に
つ
い
て
広
く
合
意
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
 
 
 

税
制
に
つ
い
て
国
民
の
関
心
の
高
ま
っ
て
い
る
今
日
、
「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
包
含
し
て
い
る
問
題
点
が
正
し
く
理
解
さ
れ
、
こ
れ
を
 
 

一
つ
の
端
緒
と
し
て
、
所
得
税
負
担
の
公
平
の
問
題
に
つ
い
て
、
建
設
的
な
検
討
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

（
現
 
教
育
第
二
部
教
授
）
 
 

（
江
1
）
税
制
調
査
会
「
長
期
税
調
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
答
申
」
（
昭
和
四
六
・
八
・
三
）
三
賞
。
 
 

（
注
2
）
同
右
、
六
頁
。
 
 
 

（
注
3
）
 
「
み
な
し
法
人
制
度
」
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
措
置
法
第
二
五
条
の
二
、
同
法
附
則
第
五
条
、
同
法
施
行
令
第
一
七
条
の
二
な
い
し
九
、
同
法
 
 

施
行
令
附
則
第
六
条
及
び
同
法
施
行
規
則
第
九
条
の
三
な
い
し
五
を
参
照
。
 
 
 

（
江
4
）
以
下
の
説
明
で
は
、
税
率
等
は
昭
和
五
〇
年
分
に
適
用
さ
れ
る
も
の
に
ょ
っ
た
。
ま
た
、
年
の
中
途
か
ら
施
行
さ
れ
た
昭
和
四
人
年
分
の
経
過
 
 

規
定
そ
の
他
特
殊
異
例
な
も
の
は
省
略
し
た
。
 
 

「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
詳
細
な
解
説
と
し
て
は
、
柴
田
章
一
、
野
水
鶴
雄
「
問
答
式
み
な
し
法
人
訣
税
制
度
詳
解
」
（
「
税
理
」
第
一
六
巻
第
 
 

一
〇
号
別
冊
附
銀
）
、
昭
和
四
九
年
改
正
法
に
つ
い
て
、
菅
原
時
夫
「
昭
和
四
九
年
度
改
正
税
法
詳
解
」
（
「
税
理
」
第
一
七
巻
第
七
号
、
五
七
頁
 
 

以
下
）
等
が
あ
る
。
 
 
 

（
注
5
）
配
当
所
得
の
収
入
金
練
と
み
な
さ
れ
る
部
分
は
、
み
な
し
法
人
所
得
額
の
七
二
パ
ー
セ
ン
ト
（
七
〇
〇
万
円
を
超
え
る
部
分
は
六
〇
パ
ー
セ
ソ
 
 



ト
）
 
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
算
式
は
次
の
と
お
り
。
 
 

○
 
尉
抒
「
讃
此
塑
ゆ
吋
藤
野
か
穎
洪
 
 

（
こ
3
0
溺
コ
更
J
㊦
彗
坤
 
 
 

（
買
紳
＋
（
丁
こ
×
軸
）
×
＝
膏
丁
唇
 
重
・
↓
N
N
ユ
㈲
肝
 
 

⊥
N
）
 
さ
O
d
コ
畔
薗
沖
か
彗
坤
 
 
 

覇
軸
営
紳
岸
壁
．
綽
品
等
夢
茅
 
 

重
・
B
－
∽
⊥
㈲
一
 
 
 

（
審
淵
）
 
 

丁
】
・
・
】
・
・
吉
澤
 
 

一
 
 
 

†
「
．
…
1
仁
（
遊
芸
讐
斡
爵
・
墓
誌
彗
晶
丁
…
－
】
1
 
 
 

韓
＞
東
灘
 
 

む
障
ニ
「
胃
叱
〓
讐
泣
こ
J
柴
認
〓
軍
装
 
 

「
讃
半
丁
・
・
・
】
・
・
十
（
㌍
㌘
蛸
婆
」
 
 

八  
八   



・
喪
神
軸
某
8
－
．
－
謹
言
㍗
 
「
辞
＞
前
知
戴
評
か
」
呼
引
l
ヰ
0
 
 

（
注
6
）
二
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
（
又
ほ
、
三
四
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
、
み
な
し
法
人
所
得
額
の
全
額
を
事
業
主
に
配
当
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
猿
 
 

人
税
率
に
相
当
す
る
税
率
で
あ
る
。
 
 

な
お
、
算
式
は
次
の
と
お
り
。
 
 

〇
．
劉
抒
r
騨
＞
戴
哉
躁
頚
軍
営
㊦
灘
（
こ
曹
沌
浮
か
湘
甚
 
 

（
－
）
 
3
0
司
コ
茫
↓
8
鵠
坤
 
 

辱
こ
＋
〇
．
－
詔
）
＝
－
1
訣
 
 

唇
＝
P
記
 
d
餅
か
誉
伊
 
 

音
座
紳
≠
。
・
N
∽
0
0
↓
⊥
回
且
 
 

（
N
）
 
ヨ
○
溺
コ
穂
歯
押
か
讃
坤
 
 

蟄
裡
軸
勤
㊦
三
仲
〇
．
8
什
抒
か
誉
デ
 
 

逗
・
呂
。
⊥
回
且
 
 

（
注
7
）
 
「
青
色
申
告
控
除
」
制
度
は
、
青
色
申
告
者
に
対
し
す
二
〇
万
円
（
青
色
申
告
に
か
か
わ
る
不
動
産
所
得
、
事
業
所
待
又
は
山
林
所
得
の
金
額
 
 

の
合
計
統
が
一
〇
万
円
未
満
の
と
き
は
そ
の
合
計
額
）
の
所
得
控
除
を
認
め
る
も
の
で
、
こ
れ
は
、
既
設
の
「
青
色
事
業
主
特
別
経
費
準
備
金
」
 
 
 

制
度
（
個
人
企
業
者
の
た
め
の
一
種
の
退
職
準
備
金
制
度
）
に
代
え
て
、
昭
和
四
七
年
に
創
設
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
（
措
置
法
第
二
五
条
の
二
、
 
 

な
お
、
昭
和
四
八
年
か
ら
第
二
五
条
の
三
）
。
 
 

八
九
 
 
 

算
＞
帝
錘
敦
倒
（
荊
備
）
 
 



九
〇
 
 
 

（
注
8
）
国
税
庁
「
昭
和
四
八
年
改
正
現
法
の
す
べ
て
」
四
六
頁
。
 
 

（
注
9
）
同
右
、
四
六
頁
。
 
 

（
荘
1
0
）
い
わ
ば
合
法
的
な
節
税
方
法
と
も
い
え
る
法
人
成
の
ほ
か
、
昭
和
二
五
年
か
ら
三
〇
年
に
か
け
て
の
企
業
組
合
に
対
す
る
課
税
問
題
も
、
こ
の
 
 
 

時
期
を
彩
る
も
の
で
あ
る
。
企
業
組
合
は
昭
和
二
四
年
七
月
施
行
さ
れ
た
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
ょ
る
特
殊
法
人
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
 
 
 

個
人
で
独
立
し
て
事
業
を
営
み
な
が
ら
、
こ
の
法
人
形
態
を
隠
れ
蓑
と
し
て
利
用
し
た
者
が
生
じ
た
た
め
税
務
訴
訟
事
件
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
 
 

（
広
轍
時
江
「
判
例
を
中
心
と
す
る
税
金
問
題
の
研
究
」
八
五
頁
）
。
 
 

（
注
1
1
）
臨
時
税
制
調
査
会
「
三
一
年
答
申
」
（
昭
和
三
一
二
l
一
二
一
五
）
一
七
五
～
一
入
〇
頁
。
 
 

（
注
1
2
）
同
右
、
一
八
一
～
一
入
三
頁
。
 
 

（
注
1
3
）
同
右
、
一
五
頁
。
 
 

（
注
1
4
）
同
右
、
一
八
〇
～
一
入
一
貫
。
 
 

（
荘
ほ
）
青
色
専
従
者
控
除
制
度
が
昭
和
二
七
年
に
創
設
さ
れ
て
か
ら
昭
和
三
五
年
ま
で
の
八
年
間
に
、
専
従
者
控
除
額
は
五
万
円
か
ら
わ
ず
か
に
l
ニ
方
 
 

円
引
上
げ
ら
れ
て
八
万
円
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
 
 

（
注
柑
）
税
制
調
査
会
「
第
一
次
答
申
（
昭
和
三
六
年
度
税
制
改
正
）
関
係
資
料
集
（
そ
の
一
）
」
（
昭
和
三
六
・
四
）
一
五
六
～
一
六
一
貫
。
 
 

（
注
1
7
）
税
制
調
査
会
「
三
五
年
第
一
次
答
申
」
（
昭
和
三
五
・
一
二
・
九
）
五
九
貫
。
 
 

（
注
1
8
）
同
右
、
六
三
京
。
 
 

（
注
1
9
）
同
右
、
六
l
ニ
京
。
 
 

（
注
2
0
）
同
右
、
四
七
～
四
入
貢
。
 
 

（
注
2
1
）
同
右
、
一
四
賀
。
 
 

（
注
㌶
）
昭
和
三
六
年
か
ら
昭
和
四
三
年
ま
で
の
各
控
除
額
の
引
上
げ
状
況
は
、
左
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 



（
備
考
）
 
1
 
専
従
者
控
除
は
い
ず
れ
も
一
人
あ
た
り
の
金
額
で
あ
る
。
 
 

2
 
青
色
申
告
者
の
控
除
額
は
昭
和
四
三
年
か
ら
法
定
限
度
額
が
撤
廃
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
表
で
は
昭
和
四
二
年
の
額
を
掲
げ
た
。
 
 

（
注
…
讐
全
国
青
色
申
告
会
総
連
合
（
以
下
「
青
色
申
告
会
」
と
呼
ぶ
）
 
「
事
業
主
報
酬
に
関
す
る
政
府
見
解
に
対
す
る
反
論
（
以
下
「
政
府
見
解
に
対
 
 

す
る
反
論
」
と
呼
ぶ
）
」
（
「
青
色
申
告
」
昭
和
四
七
年
九
月
号
、
七
頁
）
。
 
 

（
注
2
4
）
同
右
、
五
～
一
二
頁
。
 
 

（
江
2
5
）
税
制
調
査
会
「
昭
和
四
一
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
及
び
審
議
の
内
容
と
経
過
の
説
明
（
以
下
「
四
一
年
答
申
」
と
呼
ぶ
）
」
（
昭
和
四
 
 

〇
・
一
二
二
一
九
）
一
三
四
頁
。
 
 

（
注
2
6
）
税
制
調
査
会
「
長
期
答
申
（
今
後
に
お
け
る
わ
が
国
の
社
会
経
済
の
進
展
に
即
応
す
る
基
本
的
な
租
漑
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
答
申
及
び
 
 

そ
の
審
議
の
内
容
と
経
過
の
説
明
）
（
以
下
「
長
期
答
申
」
と
呼
ぶ
）
」
（
昭
和
三
九
・
一
二
・
一
二
）
一
五
二
頁
よ
り
要
約
。
 
 

（
注
2
7
）
税
制
調
査
会
「
四
一
年
答
申
」
 
〓
二
四
賀
。
 
 

（
荘
2
8
）
税
制
調
査
会
「
昭
和
四
六
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
」
（
昭
和
四
五
・
一
二
二
一
一
）
一
頁
。
 
 

（
注
2
9
）
措
置
法
第
二
五
条
の
二
 
（
昭
和
四
七
年
法
律
第
一
四
号
）
。
な
お
、
昭
和
四
八
年
の
改
正
に
よ
り
、
第
二
五
条
の
l
ニ
と
な
り
現
在
に
至
る
。
 
 

（
注
3
0
）
税
制
調
査
会
「
税
制
調
査
会
関
係
資
料
集
」
（
昭
和
四
八
・
五
）
・
二
九
二
貫
。
 
 

（
注
3
1
）
税
制
調
査
会
「
四
八
年
答
申
」
（
昭
和
四
七
・
一
二
・
三
〇
）
 
二
～
三
頁
。
 
 

（
注
3
2
）
 
「
み
な
し
法
人
制
度
」
の
選
択
を
取
り
や
め
る
と
き
は
、
措
置
法
第
二
五
条
の
二
第
七
項
に
よ
り
、
取
り
や
め
る
年
の
前
年
末
ま
で
に
、
税
務
 
 

九
一
 
 
 



九
二
 
 
 

署
長
に
届
出
る
と
と
と
さ
れ
て
お
り
、
措
置
法
施
行
規
則
第
九
条
の
三
第
四
号
に
よ
り
、
「
選
択
を
や
め
よ
う
と
す
る
事
情
」
を
記
載
す
る
こ
と
 
 
 

と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
注
讐
 
「
覇
の
し
る
べ
」
∧
昭
和
四
九
・
八
・
五
号
）
、
及
び
、
「
税
理
」
編
集
局
▲
「
み
な
し
法
人
課
税
制
度
の
実
態
を
探
る
」
（
「
税
理
」
第
二
六
巻
第
 
 

⊥
○
号
、
二
三
頁
）
。
 
 

（
注
鍼
）
税
制
調
査
会
「
長
期
答
申
」
（
昭
和
三
九
二
二
二
二
）
一
五
一
貫
。
 
 

（
注
3
5
）
 
「
中
間
的
存
在
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
高
木
主
税
局
長
（
当
時
）
の
発
言
、
「
所
得
税
で
も
な
し
法
人
税
で
も
な
し
ち
ょ
う
ど
ま
ん
中
み
 
 

た
い
な
も
の
を
作
っ
た
」
（
昭
和
四
八
・
四
・
四
、
衆
議
員
大
蔵
委
員
会
）
、
及
び
、
主
税
局
釈
制
第
一
課
有
馬
課
長
補
佐
（
当
時
）
談
（
「
税
理
」
 
 

編
集
局
、
前
掲
、
三
六
頁
）
。
 
 

（
荘
3
6
）
税
制
調
査
会
「
昭
和
三
七
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
」
（
昭
和
三
六
・
一
二
・
七
）
六
七
⊥
ハ
入
貢
。
 
 

（
注
3
7
）
税
制
調
査
会
「
昭
和
三
六
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
き
（
昭
和
三
五
二
二
・
九
）
別
冊
二
〇
〇
～
二
〇
三
頁
。
（
選
択
者
数
は
大
蔵
省
 
 

主
我
局
調
）
。
 
 

（
注
粥
）
昭
和
四
九
・
六
二
〇
集
計
、
発
送
数
三
二
三
一
通
、
回
答
数
一
二
一
一
通
。
 
 

改
善
要
望
意
見
中
、
事
業
主
報
酬
関
係
の
意
見
の
内
訳
は
左
の
と
お
り
。
 
 

○
 
報
酬
額
を
年
の
中
途
で
変
更
で
き
る
よ
う
に
し
て
欲
し
い
 
 

○
 
報
酬
額
の
変
更
届
出
を
延
期
し
て
欲
し
い
 
 

〇
・
事
業
主
に
つ
い
て
も
賞
与
の
支
払
を
認
め
て
欲
し
い
 
 

○
 
報
酬
額
の
届
出
は
最
高
忽
の
届
出
に
し
て
欲
し
い
 
 

○
 
報
酬
額
の
変
更
届
出
御
を
廃
止
し
て
欲
し
い
 
 

○
 
年
の
中
途
で
も
選
択
で
き
る
よ
う
に
し
て
欲
し
い
 
 

○
 
年
の
中
途
で
も
選
択
の
取
消
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
欲
し
い
 
 

○
 
選
択
の
取
消
を
申
告
時
ま
で
延
ば
し
て
欲
し
い
 
 

一
五
五
件
 
 

丑
九
件
 
 
 

二
九
件
 
 

一
l
ニ
件
 
 

一
二
件
 
 
 

五
件
 
 
 

三
件
 
 
 

三
件
 
 
 



（
注
3
9
）
柴
田
幸
一
「
設
例
に
よ
る
事
業
主
報
酬
制
度
の
有
利
な
算
定
方
法
」
（
「
税
務
弘
報
」
第
二
二
巻
第
二
三
号
、
一
二
三
貢
）
。
な
お
、
本
稿
四
六
 
 

貢
以
下
参
照
。
 

（
注
亜
）
事
業
主
報
酬
の
礁
の
変
更
手
続
に
つ
い
て
、
措
置
法
第
二
五
条
の
二
第
八
項
、
同
法
施
行
令
第
一
七
条
の
六
。
年
の
中
途
に
お
け
る
取
り
や
め
 
 

の
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
措
置
法
第
二
五
条
の
二
第
七
項
。
死
亡
又
は
事
業
の
全
廃
の
場
合
、
同
法
施
行
令
第
一
七
条
の
三
第
二
項
第
二
 
 

号
。
 
 

（
注
4
1
）
石
山
昌
一
郎
「
み
な
し
法
人
課
税
制
度
の
問
題
点
」
（
「
税
理
」
第
一
七
巻
第
二
号
、
七
頁
）
。
 

（
注
4
2
）
税
制
調
査
会
「
長
期
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
答
申
」
（
昭
和
四
三
・
七
二
二
〇
）
 
〓
頁
。
 
 

（
注
4
3
）
内
川
澄
男
「
改
正
租
税
層
別
措
置
法
（
所
得
税
関
係
）
解
説
」
（
「
税
理
」
第
一
六
巻
第
七
号
、
四
六
～
四
七
頁
）
。
 
 

（
注
4
4
）
石
山
昌
一
郎
、
前
掲
、
五
～
七
貫
。
 
 

（
注
4
5
）
厳
密
聖
一
己
え
ば
、
給
与
所
得
控
除
が
若
干
減
少
し
、
配
当
控
除
が
若
干
増
加
す
る
。
 
 

（
注
4
6
）
 
「
税
理
」
編
集
局
、
前
掲
、
：
≡
衰
及
び
三
五
～
三
六
貢
。
 
 

（
注
4
7
）
石
山
昌
一
郎
、
て
前
掲
。
（
「
税
理
」
．
第
一
七
巻
第
言
て
一
五
～
一
八
貢
）
。
 

（
準
讐
 
「
衆
議
院
議
員
竹
本
孫
一
君
投
出
、
個
人
企
業
に
対
す
る
税
制
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
以
下
「
対
竹
本
代
議
士
、
政
府
答
弁
書
」
 
 

と
呼
ぶ
）
」
（
税
制
調
査
会
「
税
制
調
査
会
関
係
資
料
集
」
（
昭
和
四
八
・
五
）
二
六
七
頁
）
。
 
 

（
注
4
9
）
青
色
申
告
会
「
政
府
見
解
に
対
す
る
反
論
」
（
「
青
色
申
告
」
前
掲
、
一
〇
～
一
一
貫
）
。
な
お
、
「
経
営
者
死
亡
の
と
き
は
、
内
部
留
保
と
と
も
 
 

に
相
続
税
の
問
題
と
し
て
解
決
す
れ
ば
よ
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
〝
内
部
留
保
″
の
性
格
に
つ
い
て
は
不
明
。
 
 

（
注
5
0
）
紙
上
配
当
法
は
、
法
人
税
を
全
廃
し
、
会
社
の
利
益
に
つ
い
て
ほ
、
そ
れ
が
株
主
に
配
当
さ
れ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
そ
の
年
に
す
べ
て
配
当
 
 

さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
珠
式
の
所
有
高
に
比
例
し
て
株
主
に
按
分
し
、
株
主
の
所
得
と
し
て
所
得
覇
を
課
税
す
る
方
法
（
井
藤
半
弥
「
租
税
諭
」
 
 

一
〇
六
～
一
一
〇
頁
）
。
 
 

（
注
聖
事
業
主
報
酬
の
額
を
事
業
所
待
等
の
金
額
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
相
当
と
し
、
所
得
控
除
額
を
九
〇
万
円
（
章
は
青
色
専
従
者
と
し
、
子
供
二
 
 

人
、
▼
生
命
保
険
料
及
び
社
会
保
険
料
控
除
一
二
万
円
）
と
し
た
と
き
の
、
昭
和
五
〇
年
改
正
法
に
よ
り
計
算
し
た
所
得
税
の
負
担
の
比
絞
は
次
の
 
 

九
三
 
 
 



（
注
5
2
）
主
我
局
兢
制
第
一
課
有
馬
課
長
補
佐
（
当
時
）
談
（
「
税
理
」
編
集
局
、
前
掲
、
三
五
圭
一
六
頁
）
。
 
 

（
注
讐
 
「
税
理
」
編
集
局
、
前
掲
、
三
三
貢
及
び
三
六
頁
。
 
 

（
注
5
4
）
 
「
税
理
」
編
集
局
、
前
掲
、
三
六
頁
。
 
 

（
注
弱
）
源
泉
徴
収
に
伴
う
金
利
部
分
転
つ
い
て
は
、
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
税
金
訴
訟
」
の
第
妄
判
決
＝
京
都
地
裁
、
昭
和
四
九
・
五
・
二
〇
判
決
（
昭
 
 
 

和
四
一
（
行
り
）
竺
○
号
）
「
所
得
税
更
正
処
分
取
消
請
求
事
件
」
（
「
判
例
時
報
」
第
七
四
毒
、
四
二
頁
）
＝
に
お
い
て
「
月
晶
付
す
る
 
 
 

こ
と
に
ょ
る
金
利
調
整
分
が
給
与
所
得
控
除
中
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
額
は
税
額
に
対
し
て
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
あ
り
、
僅
少
で
あ
 
 
 

る
。
」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
が
、
姦
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ソ
の
場
合
は
、
金
利
と
い
っ
て
も
確
定
申
告
時
に
清
算
す
べ
き
年
税
顆
を
早
目
に
分
割
納
 
 
 

付
す
る
に
と
ど
ま
り
、
大
き
く
還
付
税
硯
が
発
生
す
る
こ
と
は
少
な
い
か
ら
、
自
由
職
業
者
の
場
合
と
は
や
や
事
情
を
異
匹
す
る
。
 
 

（
注
讐
青
色
申
告
会
「
政
府
見
解
に
対
す
る
反
論
」
（
「
青
色
申
告
」
前
掲
、
六
頁
）
。
 
 

（
注
5
7
）
亀
田
博
「
昭
和
四
八
年
度
地
方
税
法
改
正
の
概
要
1
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
料
翠
等
飲
食
消
費
税
、
軽
油
引
取
税
等
関
係
－
」
（
「
商
 
 

務
弘
報
」
第
二
一
巻
第
七
号
、
二
一
四
賀
）
。
 
 

な
お
、
事
業
主
控
除
の
性
格
に
つ
い
て
、
米
持
克
彦
「
所
得
税
・
住
民
税
・
事
業
税
に
お
け
る
各
種
控
除
の
関
係
」
（
「
税
経
通
信
」
第
二
九
巻
 
 
 

九
四
 
 
 

と
お
り
で
あ
る
。
 
 

な
お
、
事
業
所
得
等
の
金
額
に
対
す
る
事
業
主
報
酬
の
額
の
割
合
が
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
に
近
付
け
ば
、
み
な
し
配
当
の
方
が
税
負
担
の
低
 
 

い
限
界
所
得
金
額
ほ
、
更
年
商
く
な
る
。
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第
三
号
、
一
二
九
頁
）
。
 
 

（
注
5
8
）
事
業
税
に
は
、
当
初
、
免
税
点
の
制
度
が
あ
り
、
昭
和
二
七
年
か
ら
基
礎
控
除
と
な
り
、
更
に
、
昭
和
三
七
年
か
ら
事
業
主
控
除
と
な
り
、
逐
 
 

年
、
．
控
除
額
が
引
上
げ
ら
れ
て
い
を
（
税
制
調
査
会
↓
税
制
調
査
会
関
係
資
料
集
」
（
昭
和
四
八
・
五
）
二
八
九
貢
）
。
 
 

（
注
5
9
）
 
「
税
理
」
編
集
局
、
前
掲
、
三
五
頁
。
 
 

（
注
6
0
）
青
色
申
告
会
「
事
業
主
報
酬
の
実
現
」
（
「
青
色
申
告
」
昭
和
四
八
年
三
月
号
、
三
京
）
。
 

（
注
6
1
）
税
制
調
査
会
「
四
八
年
答
申
」
、
（
昭
和
四
七
二
二
二
ニ
○
）
三
貢
。
 
 

（
注
6
2
）
国
税
庁
「
温
和
四
八
年
改
正
税
法
の
す
べ
て
」
五
二
貢
。
 
 

（
注
6
3
）
青
色
申
告
会
「
政
府
見
解
に
対
す
る
反
論
」
（
「
青
色
申
告
」
宙
掲
、
六
頁
）
。
 
 

（
注
6
4
）
青
色
申
告
会
「
事
業
主
報
酬
理
論
は
正
し
い
」
（
「
青
色
申
告
」
昭
称
四
七
年
一
一
月
号
、
一
貫
）
。
 
 

（
注
6
5
）
．
「
対
竹
本
代
議
士
、
政
府
答
弁
書
」
（
税
制
調
査
会
、
前
掲
、
ニ
六
六
貢
）
。
 
 

（
注
6
6
）
個
人
企
業
主
の
▼
逸
失
利
益
は
、
従
前
取
得
し
て
い
た
収
益
の
全
額
を
基
準
と
し
て
算
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
。
 
 

（
注
6
7
）
最
高
裁
琴
一
一
小
法
廷
、
昭
和
堅
テ
八
・
二
判
決
、
「
損
害
賠
償
蕎
求
事
件
」
（
昭
和
三
七
（
オ
）
第
六
〓
号
）
、
民
集
第
一
三
巻
第
八
号
、
 
 

⊥
五
二
義
頁
。
↓
 
 

（
注
6
8
）
通
達
、
昭
和
l
ニ
〇
・
二
・
二
二
直
所
五
－
八
（
昭
和
四
九
・
直
所
四
〓
に
よ
り
改
正
）
「
大
工
、
左
官
、
と
び
等
に
対
す
る
所
得
税
の
取
扱
 
 

い
に
つ
い
て
」
バ
 
こ
れ
に
よ
る
と
、
常
時
使
用
人
を
有
せ
ず
、
か
つ
〔
一
定
の
親
方
に
所
属
し
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
一
人
親
方
の
受
け
る
報
酬
 
 

に
つ
い
て
は
、
一
〇
〇
万
円
以
下
八
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
、
l
一
四
〇
万
円
以
下
三
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
（
こ
の
間
の
刻
み
忙
つ
い
て
は
中
略
）
を
乗
じ
た
金
 
 

額
を
給
与
所
得
の
収
入
金
額
と
し
、
残
余
は
事
業
所
得
の
収
入
金
額
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
年
収
（
報
酬
）
が
二
四
〇
万
円
超
の
と
き
、
及
 
 

び
、
店
舗
、
作
業
場
等
を
有
し
、
常
時
一
疲
顧
客
の
も
と
め
に
応
じ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
．
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。
 
 

こ
の
．
は
か
、
▼
営
業
権
の
評
価
に
関
連
し
て
、
企
業
の
平
均
利
益
金
額
に
対
す
る
企
業
者
報
酬
の
割
合
を
定
め
た
通
達
（
相
続
税
財
産
評
価
通
達
 
 

第
七
章
第
九
節
、
評
一
一
六
四
）
が
あ
る
が
、
規
定
の
目
的
を
異
に
し
て
い
る
の
で
、
直
接
参
考
と
は
な
ら
な
い
。
 
 

（
注
6
9
）
青
色
申
告
会
「
政
府
見
解
に
対
す
る
反
論
」
（
「
青
色
申
告
」
前
掲
、
七
貢
）
。
 
 

【  

九
五
 
 
 



九
六
 
 

（
注
7
0
）
 
「
衆
議
院
議
員
赤
松
勇
君
捷
出
、
個
人
企
業
の
税
制
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
税
制
調
査
会
「
税
制
調
査
会
関
係
資
料
集
」
（
昭
和
 
 

四
八
∴
▼
五
）
二
六
二
頁
）
。
 
 

（
注
7
1
）
昭
和
二
四
年
の
第
一
次
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
は
、
当
時
の
動
労
控
除
（
給
与
所
得
に
対
す
る
所
得
控
除
）
が
こ
五
パ
ー
セ
ソ
ト
で
あ
っ
た
の
を
、
 
 
 

一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
勤
労
控
除
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
た
、
①
 
勤
労
年
数
の
減
耗
に
対
す
る
 
 
 

一
種
の
減
価
償
却
、
③
 
勤
務
に
ょ
る
努
力
及
び
余
暇
の
犠
牲
に
対
す
る
表
彰
、
⑨
 
勤
務
に
伴
う
経
費
の
概
算
控
除
、
④
 
給
与
所
得
が
相
対
 
 

的
に
正
確
に
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ょ
る
相
殺
の
う
ち
、
少
く
と
も
①
及
び
②
は
中
小
企
業
所
得
者
及
び
農
業
所
得
者
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
 
 

で
あ
り
、
給
与
所
得
者
独
自
の
控
除
と
し
て
ほ
高
率
す
ぎ
る
と
し
た
た
め
で
あ
る
（
「
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
日
本
税
制
報
告
書
」
巻
一
、
一
七
貢
 
 

及
び
六
入
～
七
三
頁
）
。
 
 

（
注
7
2
）
青
色
申
告
会
「
政
府
見
解
に
対
す
る
反
論
」
（
「
青
色
申
告
」
前
掲
、
九
頁
）
。
 
 

（
荘
7
3
）
 
「
対
竹
本
代
読
士
、
政
府
答
弁
書
」
（
税
制
調
査
会
、
前
掲
、
二
六
大
頁
）
。
 
 

（
注
7
4
）
高
木
主
我
局
長
（
当
時
）
の
発
言
、
「
第
l
一
給
与
所
得
控
除
み
た
い
な
も
の
を
創
設
し
て
、
そ
れ
は
事
業
主
報
酬
制
度
に
適
用
し
な
い
よ
う
な
 
 

仕
経
み
に
す
る
方
法
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
部
内
で
相
当
検
討
い
た
し
ま
し
た
が
、
何
と
い
っ
て
も
事
業
主
報
酬
制
度
は
臨
時
特
例
 
 

的
な
も
の
で
あ
っ
て
基
本
制
度
で
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
（
中
略
）
事
業
所
得
者
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
の
バ
ラ
ソ
ス
の
調
整
の
問
題
は
将
来
の
問
 
 

題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
四
九
年
度
の
改
正
は
や
っ
た
わ
け
で
す
。
」
（
「
ジ
ュ
リ
ス
ー
」
第
五
六
七
号
、
座
談
会
「
所
得
税
の
諸
問
 
 

題
」
二
四
～
二
五
頁
）
。
 
 

（
注
7
5
）
東
京
高
裁
、
．
際
和
四
七
・
九
二
四
判
決
、
国
税
局
長
の
裁
決
訂
正
請
求
控
訴
事
件
（
昭
和
四
三
（
行
コ
）
第
二
七
号
、
税
務
訴
訟
資
料
第
六
 
 

六
号
二
三
三
頁
）
。
た
だ
し
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
原
審
＝
東
京
地
裁
、
昭
和
四
三
・
四
二
一
五
判
決
（
昭
和
四
〇
（
行
り
）
第
四
〇
号
、
税
務
 
 

訴
訟
資
料
第
五
二
号
七
五
九
頁
）
＝
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
注
7
6
）
大
蔵
省
「
昭
和
五
〇
年
度
租
税
及
び
印
紙
収
入
予
算
の
説
明
」
に
よ
る
。
 
 

給
与
所
得
の
納
税
人
員
 
二
七
五
一
万
人
…
…
①
 
 

申
告
所
得
税
の
納
税
人
員
 
五
五
八
万
人
…
…
⑧
 
 
 



（
①
十
②
）
 
÷
①
ニ
…
人
三
・
二
ハ
ー
セ
ン
ト
 
 

（
注
㍗
）
税
制
調
査
会
「
税
制
調
査
会
資
料
集
」
（
昭
和
三
八
・
三
）
六
四
二
頁
。
 
 

（
注
7
8
）
臨
時
税
御
調
査
会
「
≡
年
答
申
」
（
昭
和
三
丁
一
二
二
云
）
四
九
貢
。
 
 

（
注
7
9
）
 
「
判
例
時
報
」
第
七
四
一
号
、
二
四
頁
。
 
 

（
注
餌
）
兢
蝕
顔
査
会
「
長
期
答
申
」
（
昭
和
三
九
二
二
・
一
二
）
完
頁
に
、
「
事
業
所
待
に
給
与
所
得
控
除
に
類
し
た
控
除
を
認
め
る
こ
と
は
、
勤
 
 
 

務
に
伴
う
必
要
経
費
の
概
算
控
除
、
及
び
、
他
人
に
置
傭
さ
れ
て
得
る
所
得
の
担
税
力
の
弱
さ
等
に
着
目
し
て
設
け
ら
れ
た
給
与
所
得
控
除
の
趣
 
 

旨
か
ら
み
て
適
当
で
な
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

（
注
8
1
）
右
山
昌
一
郎
、
前
掲
、
（
「
税
理
」
第
一
七
巻
第
言
写
、
一
五
～
一
七
貢
）
。
 
 

（
注
讐
国
税
庁
「
第
九
九
回
国
税
庁
統
計
年
報
書
（
昭
和
四
八
年
度
版
）
」
（
昭
和
五
〇
・
三
）
六
入
貢
及
び
六
九
京
。
な
お
、
本
稿
別
表
二
参
照
。
 
 

（
注
8
3
）
同
右
、
三
入
貢
。
 
 

（
注
8
4
）
税
制
調
査
会
「
長
期
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
答
申
及
び
そ
の
審
議
の
内
容
と
経
過
の
説
明
」
（
昭
和
四
六
・
八
・
三
）
三
五
頁
。
 
 

（
注
8
5
）
例
え
ば
、
全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
等
か
ら
、
法
人
税
多
段
階
税
率
案
が
出
さ
れ
て
い
る
（
「
納
税
通
信
」
第
〓
二
四
二
号
）
8
 
 

（
注
8
6
）
例
え
ば
、
資
本
金
一
〇
〇
億
円
の
法
人
が
あ
げ
た
一
〇
億
円
の
年
利
益
と
、
資
本
金
一
億
円
の
法
人
が
あ
げ
た
五
〇
〇
〇
万
円
の
年
利
益
に
つ
 
 
 

い
て
、
単
純
に
そ
の
大
小
に
よ
り
税
負
担
を
累
進
さ
せ
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
（
松
隈
秀
雄
「
法
人
税
重
課
論
の
波
紋
」
税
務
弘
報
 
 

第
二
一
巻
第
六
号
）
。
 
 

（
注
8
7
）
大
村
娩
「
わ
が
国
戦
前
の
競
制
匿
お
け
る
資
産
所
得
重
課
思
想
の
変
遷
に
つ
い
て
」
（
大
蔵
省
絹
「
財
政
金
融
統
計
月
報
」
第
二
〓
ニ
号
一
四
 
 

～
一
五
貢
）
。
 
 

（
注
讐
阿
南
主
税
「
所
得
税
法
体
系
」
一
七
六
～
一
九
九
葛
 
 

（
注
8
9
）
大
蔵
省
昭
和
財
政
編
集
室
「
昭
和
財
政
史
」
第
五
巻
五
一
〇
貢
。
 
 

（
注
9
0
）
利
子
所
得
に
つ
い
て
、
総
合
所
得
課
税
の
際
、
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
控
除
を
し
て
い
る
の
は
、
理
論
上
首
尾
毒
し
な
い
が
、
従
来
分
離
誅
警
 
 

取
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
と
、
戦
時
下
の
政
策
的
配
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

九
七
 
 
 



別表－  

専 従 者 控 除 制 度 の 沿  革  

（詞制調査会昭45．4．資料集70頁より）  

（注）各年分の控除額は，平年分の額である。   



別表ニ  

九
九
 
 
 



（摘要）  

1．国税庁「統計年報書」及び「法人企業の実態」によった。   

2．昭和14年～22年は，昭和23年度「第74回統計年報書」会社表の累年対照  

によった。   

3．「会社数」は，株式，合名，合名合資及び有限会社の計を示す。ただ  

し，38年度以降は，企業組合，相互会社及び医凍法人を含む。   

4．「同族会社」には，非同族の同族会社を含まない。   

5．30年度以前の数字には，決算期未到釆分を含むが，31年度以降は含まな  

い。   

6．36年度以前は会計年度末（翌年3月31日現在），37年度以降は法人税事  

務年度末（翌年6月30日現在）の数字を示す。   

7．45年度以降の（）書は，休業，清算中のものを除いた活動中の会社数  

を示す。   
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（
議
場
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ぎ
か
0
 
 

∽
．
 
「
朝
型
掛
認
識
」
8
望
遠
＞
知
学
割
壁
掛
亜
8
鴇
耳
曹
粥
什
ヰ
か
地
d
詳
か
O
 
 

P
 
［
璽
定
義
嘉
島
彗
率
と
讐
ヱ
忘
ご
 
蟄
崩
付
票
璧
攣
－
Q
㌫
諾
＞
d
評
か
○
善
J
バ
ー
コ
慧
コ
畠
令
坤
8
望
遠
＞
卸
什
8
帥
N
冨
＞
碧
－
背
口
拝
 
 
 

啓
＞
渉
什
罵
抽
映
ぎ
か
○
丹
花
「
、
H
8
音
戸
戸
 
静
諦
－
帯
＞
詫
蟹
汁
q
－
朝
野
母
諌
薄
口
拝
啓
芦
凛
小
沼
ご
け
詳
8
地
碧
ゆ
姑
ぎ
か
○
 
 

（
叫
誹
≠
－
・
且
 
 

一
〇
」
 
 
 

畠
「
符
丁
拝
啓
、
絶
倒
∽
適
－
∽
田
園
斜
8
＞
知
芦
打
口
望
遠
彗
ゆ
障
畢
琵
「
抒
○
善
J
バ
ー
望
遠
望
ゆ
芦
藷
浮
d
討
か
O
 
 

N
．
 
「
舟
8
定
例
瀕
」
竺
汁
－
鶴
湘
望
義
盛
畠
ふ
舟
－
疇
諦
－
漆
調
史
学
8
魂
曹
√
ノ
ご
泄
寄
富
市
戸
 
同
等
－
皿
浄
瀕
 
 

国
営
和
讃
㊦
叩
「
浮
芦
捏
C
講
熟
0
市
「
 
 

「
嬰
蹄
「
鐘
＞
萱
絢
」
8
堂
適
弟
鐘
 
 

望
遠
＞
知
芦
裏
令
米
ロ
肇
討
㊦
初
E
＞
海
曹
舅
l
ヰ
○
 
 

（
抄
問
）
 
 

H
ぎ
市
塗
説
ヰ
か
蛾
呼
号
蹄
東
洋
声
蓋
 
 

（
営
繕
け
椙
）
亜
碧
ゆ
抽
 
 



望
鮒
自
 
 
 

己
 
 

（
議
場
）
－
．
畿
瀕
認
童
披
8
冠
岩
島
令
坤
8
望
遠
善
讃
芦
J
（
ノ
バ
澄
鮮
「
汁
酔
伊
8
d
 
 

か
O
 
 

N
．
望
遠
東
謬
詳
記
－
＞
8
W
帝
－
ト
叫
ロ
の
鴎
讐
∩
捏
岱
∽
臣
＞
（
定
論
）
障
 
 

m
厚
か
O
 
 

P
 
栄
博
け
㊦
望
遠
倒
置
P
鼻
歌
d
静
か
0
 
 

（
蒜
蝿
）
 
 

彗
華
嬰
思
ぎ
／
兼
鼓
蒜
 
 

（
親
封
－
溺
浄
荊
薩
画
意
識
面
崩
A
墟
畠
誌
エ
こ
琴
平
）
 
 

「
智
狩
「
韓
＞
萱
輪
」
㊦
腑
轟
聖
堂
遜
先
発
 
 
 

冠
営
畠
令
坤
8
彗
岳
栄
窪
芦
J
T
ベ
盟
蝉
「
抒
伊
8
d
汐
か
○
 
 
 

望
童
岡
吟
蟹
汁
q
潅
森
岡
坤
聖
堂
⊇
業
発
 
 

（
遥
隷
荊
薩
画
意
義
最
高
亜
古
壷
）
 
 



別表五  

「みなし法人制度」の利用状況  

（国税局別，昭和50年分）  

利  用  人  員  

事  業  所  得  

慧憲一農業  

金l2，1会l2莞  人l  人l  人  
84，1741 2，052  

‾ ∴二、‾ ＿：二＿ ニー…．＿  134，747】 2，774  

東 京  

蘭 
信 越  

名古屋  

686，912】24，794  

－－ 

＿－  

289，482璽 6，550  
‾ 

－ 

－ 
－一 

327，475】 9，314  

75，96711，471  

427，2631 3，472  

159，045i 3，806  

51，053王 1，322  

0
・
9
一
1
・
5
㍍
一
2
・
5
 
 

120，576王 1，042  

96，88311，353  

4，7761   47  

2，458，353王 57，997  

（摘要）1．国税庁調の計数により作成。但し，利用人員は昭和49年12月31日  

現在の届出人見である。  
2．利用割合は，概数である。（別表三，摘要1参照）  

3．「事業所待」及び「不動産」の区分は別表三と同様である。  

4．「沖縄」ほ、沖縄国税事務所管内の計である。   

○  



別表六  

事業主幸関柑の額の状況  

（昭和50年分）  

（摘要）国税庁調。  
1．昭和49年12月31日現在の届出の状況による。   

2．「営業」「その他事業」「農業」及び「不動産所得」の区分についてほ別  

表三と同様である。   



別表七  

申告所得者の所得全額階級別表（昭和48年分）  

（1）合 計 表  

（注）1．国税庁「第99回国税庁統計年報書」（昭和48年度版）26貢。  

2．昭和48年分の所得税について，申告納税額がある老を対象とし，昭  

和49年7月31日現在で調査したものである。   



（2）青色申告者  

（注）1．国税庁「第99回国≡鋭庁統計年報書」（昭和48年度版）27頁。  

2．昭和48年分の所得寵について，申告納税額がある青色申告者を対象  

とし，昭和49年7月31日現在で調査したものである。   
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